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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-1．住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数

が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風
雪などの災害発生時における応急活動、避難
活動、被害拡大防止等の対応策について、調
査・研究し、防災活動への活用を推進する必
要がある。 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪
などの災害発生時における応急活動、避難活
動、被害拡大防止等の対応策について、調査・
研究し、防災活動への活用を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な災害時における迅速かつ的確な
防災活動の確認、原子力災害時の避難対応、
市民への防災思想の普及啓発を図るため、
県、自衛隊、警察、消防等の関係機関、地域
自主防災組織及び地元住民の参加のもと、実
践的な訓練等を実施する必要がある。 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 地震などの災害時の応急活動の支援拠点
や避難施設等となる本庁舎、各総合庁舎、出
先機関庁舎について、その機能を維持するた
め、必要な建物修繕等を適切に行う必要があ
る。 
 南砺市耐震改修促進計画(H21 策定・H30 改
定)では、今後、東日本大震災規模の大地震の
発生が予測される中、市有施設の耐震化率ほ
ぼ 100%を目指し、早急に進める必要がある。 

 現在、市有施設全体の耐震化対象施設の耐震
化率は 98％（対象施設 134 棟のうち、H30 年度
末までに 131 棟が耐震完了）となっているが、
耐震力が不足している市有施設について、来所
者、職員等の安全確保や、施設の機能保持を図
り、災害に強いまちづくりを進めるため、引き
続き、耐震補強工事及び防災対策改修（更新を
含む。）等を計画的に推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な風水害や火災などの災害現場で
の救出救助活動能力を高めるため、装備資機
材や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図
るとともに、関係機関等との連携を図る必要
がある。 

 大規模な風水害や火災などの災害現場での
救出救助活動能力を高めるため、装備資機材や
訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとと
もに、関係機関等との連携を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害救助支援活動の拠点として、市内消防
署所、南砺市防災センターやヘリコプター発
着場などの災害対応施設の機能を高める必
要がある。 

 災害への対処に万全を期するため、大量の救
援物資の輸送や迅速な人命救助の観点から、大
型ヘリコプターの活用などに要する発着場や
支援活動の拠点となる消防署所や防災センタ
ーの機能強化の促進を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地震発
生時の落下物等から身を守る訓練を実施す
る必要がある。 

 市民の防災意識の向上を図るため、地震発生
時の落下物等から身を守る訓練等を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 市において、大規模災害への事前防災及び
災害時でも機能不全に陥らない経済社会シ
ステムを構築するため、国土強靱化地域計画
の策定を促進する必要がある。 

 市の国土強靱化地域計画を策定する。また必
要に応じて適宜見直しを行う。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制
が重要であることから、応急活動及び復旧活
動に関し、消防、警察、自衛隊など各関係機
関との連携を推進する必要がある。 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制が
重要であることから、応急活動及び復旧活動に
関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業
者など各関係機関との連携を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-1．住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数

が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地域や
学校、南砺市防災センター等において、市政
出前講座などによる防災教育の実施が必要
である。 

 市政出前講座を活用した啓発活動や地域の
自主防災活動を支援する南砺市防災こころえ
隊の活動を通して、「自らの身の安全は自ら守
る」防災教育を推進する。 
 また、子どもたちの災害対応能力を育成する
ため、小中学校における防災教育を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 住宅等の耐震化は緊急の課題となってお
り、耐震診断・改修支援戸数等については、
目標達成に向けてそのペースをさらに促進
する必要がある。 

 住宅の耐震化率は約 60%(H25)であり、約
6,500 戸の住宅の耐震性が不足している。これ
らの耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診
断・改修工事費への支援を、市と県が連携して
行っているところであり、より一層の普及啓
発・支援制度の利用促進に努め、耐震化率の向
上を図る。 

⑵ 住環境
分野 

 多数の者が利用する大規模な建築物は、地
震等により倒壊した場合には、多くの被災者
や被害が発生するため、耐震化を促進する必
要がある。 

 耐震診断が義務付けられた大規模な建築物
の耐震化を促進する。 

⑵ 住環境
分野 

 市街地再開発事業の実施にあたっては、地
元地権者の協力が不可欠であり、丁寧に事業
を進めていく必要がある。 
 空き家は私有財産であることから、空き家
対策推進事業の実施には、空き家の所有者等
の理解と協力、地域住民に最も身近な行政主
体である市の取組が不可欠であり、県や市、
地元関係者が連携協力して事業を進めてい
く必要がある。 

 市街地における防災性の向上を図るため、市
民と連携・協力（小規模多機能自治）し、空き
家再生等推進事業などにより、老朽化した建築
物の除却を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 橋梁崩落事故、基幹用排水路破損の発生防
止など、基幹的な道路施設、水利施設の安全
確保を図る必要がある。 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と
安全な通行を確保するため、計画的な農道施設
の保全対策を推進する。基幹的な農業水利施設
の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等
のため、代替性が確保された道路ネットワー
クの強化・整備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 電柱の倒壊による交通経路の遮断を回避
するため、緊急輸送道路等の無電柱化を推進
する必要がある。 

 電柱の倒壊による緊急輸送道路等の交通経
路の遮断や市街地、観光地等の景観への配慮な
ど、必要性及び整備効果が高い箇所について無
電柱化を検討する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-1．住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数

が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 安全で円滑な交通確保を図るとともに、災
害時には避難場所や災害拠点ともなる公園、
緑地等の整備や長寿命化に取り組むなど、防
災性に優れた市街地の形成を推進する必要
がある。 

 安全で円滑な交通確保を図るとともに、災害
時には避難場所や災害拠点ともなる公園、緑地
等の整備や長寿命化に取り組むなど、防災性に
優れた市街地の形成を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地域の防災力の強化に向け、自主防災組織
のさらなる組織化及び組織の活性化を図る
必要がある。 

 地域防災の要となる自主防災組織の組織化
及び活性化を促進するため、自主防災組織の活
動事例に関する研修や防災情報の共有を図る
ための地域づくり協議会との円卓会議等を実
施する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域における防災力の向上を図るため、自
主防災組織が実施する、住民が主体となった
実践的で地域の特性に応じた初期消火、応急
救護、避難訓練の実施や災害時に効果的な活
動をするための資機材の整備を支援する必
要がある。 

 地域における防災力の向上を図るため、自主
防災組織が実施する、住民が主体となった実践
的で地域の特性に応じた初期消火、応急救護、
避難訓練の実施や災害時に効果的な活動を支
援する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化する必要が
ある。 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化するため、防
災リーダー等（自主防災組織リーダー、防災士）
を育成・確保する。 
 また、避難所運営等において、男女別トイレ
や授乳室の設置、女性用下着等の女性による配
布など、防災対応に女性の視点を取り入れるた
め、女性防災士を育成・確保する。 

⑺ 人材育
成分野 

 南砺市公営住宅等長寿命化計画(H24.2 策
定)に基づき、定期的に点検を実施し、予防保
全的な維持管理に努めるほか、経年劣化が進
みやすい外壁や給排水管を中心に耐久性・耐
候性の向上等を図る修繕を実施する必要が
ある。 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 南砺市公営住宅等長寿命化計画(H24.2 策
定)に基づき、定期的に点検を実施し、予防保
全的な維持管理に努めるほか、経年劣化が進み
やすい外壁や給排水管を中心に耐久性・耐候性
の向上等を図る修繕を実施する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 建物倒壊を起因とする給水管等の漏水に
より水道水量不足が想定されることから、上
水道施設の老朽化対策が必要である。 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 避難場所等となる公園、緑地等における老
朽化対策が必要である。 

 公園施設の安全で快適な利用を確保するた
め、南砺市公共施設等総合管理計画(H27.9)に
基づき、避難場所等となる公園、緑地等におけ
る老朽化対策を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 今後、人口減少等により公共施設等の利用
需要が変化することが予想されており、第 2
次南砺市公共施設再編計画(H28.3)に基づ
き、公共施設等の全体を把握し、長寿命化計
画により必要な対策を着実に実施していく
とともに、施設の種別毎の性質や利用状況、
国・市町村・民間との役割分担なども踏まえ、
公共施設等を適切に管理していく必要があ
る。 

 第 2 次南砺市公共施設再編計画(H28.3）に基
づき、公共施設等の全体を把握し、施設の種別
毎の性質や利用状況を踏まえ、長寿命化計画を
策定し、必要な対策や定期的な施設点検を着実
に実施して適切に管理する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 今後、人口減少等により公共施設等の利用需
要が変化することが予想されており、第 2 次南
砺市公共施設再編計画(H28.3)に基づき、公共
施設等の全体を把握し、長寿命化計画により必
要な対策を着実に実施していくとともに、施設
の種別毎の性質や利用状況、国・市町村・民間
との役割分担なども踏まえ、公共施設等を適切
に管理する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-1．住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数

が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市の直営する施設は短期譲渡のため、大規
模改修の対象外である。社会福祉法人が建設
運営する障がい者福祉施設の長寿命化計画
等に基づく維持管理（点検含む）・更新を実
施するためには国・県の財政支援の強化が必
要である。 

 市の再編計画による施設の譲渡、更新等の方
針に基づき、適正な維持管理に努める。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 橋梁、トンネル、スノーシェッドについて個
別の長寿命化計画を策定しており、計画に基づ
き維持管理（点検含む）・更新を計画的に推進
する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-2．木造密集地や不特定多数が集まる施設における大規模火災に

よる多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風
雪などの災害発生時における応急活動、避難
活動、被害拡大防止等の対応策について、調
査・研究し、防災活動への活用を推進する必
要がある。 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪
などの災害発生時における応急活動、避難活
動、被害拡大防止等の対応策について、調査・
研究し、防災活動への活用を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な災害時における迅速かつ的確な
防災活動の確認、原子力災害時の避難対応、
市民への防災思想の普及啓発を図るため、
県、自衛隊、警察、消防等の関係機関、地域
自主防災組織及び地元住民の参加のもと、実
践的な訓練等を実施する必要がある。 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 大規模な風水害や火災などの災害現場で
の救出救助活動能力を高めるため、装備資機
材や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図
るとともに、関係機関等との連携を図る必要
がある。 

 大規模な風水害や火災などの災害現場での
救出救助活動能力を高めるため、装備資機材や
訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとと
もに、関係機関等との連携を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害救助支援活動の拠点として、陸上自衛
隊富山駐屯地の機能を高める必要がある。 

 災害への対処に万全を期するため、大量の救
援物資の輸送や迅速な人命救助の観点から、大
型ヘリコプターの活用など陸上自衛隊富山駐
屯地の災害救助支援活動の拠点としての機能
強化の促進を陸上自衛隊富山駐屯地に働きか
ける。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制
が重要であることから、応急活動及び復旧活
動に関し、消防、警察、自衛隊など各関係機
関との連携を推進する必要がある。 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制が
重要であることから、応急活動及び復旧活動に
関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業
者など各関係機関との連携を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地域や
学校、南砺市防災センター等において、市政
出前講座などによる防災教育の実施が必要
である。 

 市政出前講座を活用した啓発活動や地域の
自主防災活動を支援する南砺市防災こころえ
隊の活動を通して、「自らの身の安全は自ら守
る」防災教育を推進する。 
 また、子どもたちの災害対応能力を育成する
ため、小中学校における防災教育を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市街地再開発事業の実施にあたっては、地
元地権者の協力が不可欠であり、丁寧に事業
を進めていく必要がある。 
 空き家は私有財産であることから、空き家
対策推進事業の実施には、空き家の所有者等
の理解と協力、地域住民に最も身近な行政主
体である市の取組が不可欠であり、県や市、
地元関係者が連携協力して事業を進めてい
く必要がある。 

 市街地における防災性の向上を図るため、市
民と連携・協力（小規模多機能自治）し、空き
家再生等推進事業などにより、老朽化した建築
物の除却を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 地域の防災力の強化に向け、自主防災組織
のさらなる組織化及び組織の活性化を図る
必要がある。 

 地域防災の要となる自主防災組織の組織化
及び活性化を促進するため、自主防災組織の活
動事例に関する研修や防災情報の共有を図る
ための地域づくり協議会との円卓会議等を実
施する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-2．木造密集地や不特定多数が集まる施設における大規模火災に

よる多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地域における防災力の向上を図るため、自
主防災組織が実施する、住民が主体となった
実践的で地域の特性に応じた初期消火、応急
救護、避難訓練の実施や災害時に効果的な活
動をするための資機材の整備を支援する必
要がある。 

 地域における防災力の向上を図るため、自主
防災組織が実施する、住民が主体となった実践
的で地域の特性に応じた初期消火、応急救護、
避難訓練の実施や災害時に効果的な活動を支
援する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化する必要が
ある。 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化するため、防
災リーダー等（自主防災組織リーダー、防災士）
を育成・確保する。 
 また、避難所運営等において、男女別トイレ
や授乳室の設置、女性用下着等の女性による配
布など、防災対応に女性の視点を取り入れるた
め、女性防災士を育成・確保する。 

⑺ 人材育
成分野 

 災害時に発生する大規模火災に必要とな
る消火栓確保のため、上水道施設の老朽化対
策が必要である。 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 避難場所等となる公園、緑地等において
は、飲料水応急給水所となることが想定され
ることから、上水道施設の老朽化対策が必要
である。 

 避難場所等となる公園、緑地までの管路にお
ける老朽化対策を推進する。併せて緊急用飲料
水貯水槽の設置を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市の直営する施設は短期譲渡のため、大規
模改修の対象外である。社会福祉法人が建設
運営する障がい者福祉施設の長寿命化計画
等に基づく維持管理（点検含む）・更新を実
施するためには国・県の財政支援の強化が必
要である。 

 市の再編計画による施設の譲渡、更新等の方
針に基づき、適正な維持管理に努める。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-3．突発的又は広域かつ長期的な市街地や散居村等の浸水による

多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風
雪などの災害発生時における応急活動、避難
活動、被害拡大防止等の対応策について、調
査・研究し、防災活動への活用を推進する必
要がある。 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪
などの災害発生時における応急活動、避難活
動、被害拡大防止等の対応策について、調査・
研究し、防災活動への活用を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な災害時における迅速かつ的確な
防災活動の確認、原子力災害時の避難対応、
市民への防災思想の普及啓発を図るため、
県、自衛隊、警察、消防等の関係機関、地域
自主防災組織及び地元住民の参加のもと、実
践的な訓練等を実施する必要がある。 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 大規模な風水害や火災などの災害現場で
の救出救助活動能力を高めるため、装備資機
材や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図
るとともに、関係機関等との連携を図る必要
がある。 

 大規模な風水害や火災などの災害現場での
救出救助活動能力を高めるため、装備資機材や
訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとと
もに、関係機関等との連携を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害救助支援活動の拠点として、陸上自衛
隊富山駐屯地の機能を高める必要がある。 

 災害への対処に万全を期するため、大量の救
援物資の輸送や迅速な人命救助の観点から、大
型ヘリコプターの活用など陸上自衛隊富山駐
屯地の災害救助支援活動の拠点としての機能
強化の促進を陸上自衛隊富山駐屯地に働きか
ける。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制
が重要であることから、応急活動及び復旧活
動に関し、消防、警察、自衛隊など各関係機
関との連携を推進する必要がある。 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制が
重要であることから、応急活動及び復旧活動に
関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業
者など各関係機関との連携を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 異常気象等により災害が発生し得るまた
は発生した際に、住民が適切な避難を行うこ
とができるよう、関係機関が提供する防災情
報について日頃より住民に周知しておく必
要がある。 

 南砺市のハザードマップ（洪水、土砂災害
等）、県内の雨量・水位や土砂災害警戒情報等
の情報を提供する富山防災 WEB や南砺市防災
アプリの周知を図るなど、より多くの方の適切
な避難行動につながる取組みを進める。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地域や
学校、南砺市防災センター等において、市政
出前講座などによる防災教育の実施が必要
である。 

 市政出前講座を活用した啓発活動や地域の
自主防災活動を支援する南砺市防災こころえ
隊の活動を通して、「自らの身の安全は自ら守
る」防災教育を推進する。 
 また、子どもたちの災害対応能力を育成する
ため、小中学校における防災教育を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 下水道処理人口普及率が 86.7%(R1)となっ
ているが、引き続き「南砺市下水道事業経営
戦略」に基づき、効率的・経済的に公共用水
域の水質保全を図るとともに、雨水を排除し
て市街地等の浸水被害を防止するため、下水
道施設の整備を推進する必要がある。 

 下水道処理人口普及率が 86.7%(R1)となっ
ているが、引き続き「南砺市下水道事業経営戦
略」に基づき、効率的・経済的に公共用水域の
水質保全を図るとともに、雨水を排除して市街
地等の浸水被害を防止する雨水幹線などの下
水道施設の整備を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 各機関等での災害監視や住民の迅速かつ
適切な避難に役立つよう、より正確で迅速な
情報の収集と提供を可能とする、防災情報シ
ステムの整備充実を図る必要がある。 

 災害監視や市民への防災情報の提供を行う
ため、利用している富山県の河川情報システ
ム、土砂災害警戒情報支援システム、河川監視
カメラなど防災情報システムの整備充実を富
山県に働きかける。 

⑷ 産業分
野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-3．突発的又は広域かつ長期的な市街地や散居村等の浸水による

多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 ICT 技術等を活用し、災害時に必要な防災
情報を自治体や各事業者だけではなく、広く
住民等にも収集・共有できる体制づくりが必
要である。 

 オープンデータ・ビッグデータやソーシャル
メディアの活用も含めた、総合的な防災情報の
収集と共有を図るとともに、インフラにおける
先進技術や 5G の積極的な活用などスマートイ
ンフラへの進化を図り、防災対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 急流河川などの険しい地形条件により、過
去幾度となく水害に見舞われてきた歴史に
加え、近年、記録的な集中豪雨等により市街
地等において浸水被害が多数発生している
現況を踏まえると、今後とも浸水被害の解消
に向けて、計画的に河川改修やダムの整備を
進める必要がある。 

 庄川・小矢部川など世界でも有数の急流河川
があり、これまで幾度となく集中豪雨等により
河川の氾濫等の大きな被害を受けてきたこと
から、河川改修等の治水対策を進めてきたが、
整備が必要な区間がまだ多く残っているため、
引き続き、計画的かつ重点的に河川やダムの整
備事業等のハード対策を推進するとともに、住
民が避難する際に必要な情報となる洪水ハザ
ードマップの作成・更新や周知等のソフト対策
もあわせて進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 出水時の浸水被害を未然に防ぐため、河川
区域内の樹木の伐採や川底の土砂を取り除
くことなどを推進し、最大限の流下断面を確
保しておく必要がある。また、万が一越水し
た場合でも、浸水被害の軽減や住民の避難時
間の確保のため、粘り強い堤防の整備を進め
る必要がある。 

 堤防、護岸などの河川管理施設は、空積構造
の護岸や洗堀・浸食により脆弱な箇所が多く存
在することから、護岸の整備など既存施設の機
能強化を進めるほか、河川区域内の樹木の伐採
や川底の土砂を取り除くなどの災害の未然防
止対策の推進や、水防資材の確保、河川巡視の
強化に努め、浸水被害の軽減を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 近年、農村における宅地造成等の開発行為
による雨水流出形態の変化等に伴い、広域的
に用排水路からあふれた水による被害が発
生しているほか、集中豪雨等の自然災害も激
甚化しているため、農村地域の防災力の向上
を図る必要がある。 

 農村地域における宅地化等を起因とした排
水量増大に伴い用排水路からあふれた水によ
る被害を未然に防止するため、農業用排水施設
（排水路、調整池等）を整備し、農村地域の防
災力の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 市内の農地面積は、農地の転用や耕作放棄
地等の発生により減少してきており、洪水防
止機能の保全を図る必要がある。 

 農業者の高齢化や後継者不足で耕作放棄地
の増加が懸念されるなか、担い手への農地集
積・集約化とともに農地の大区画化・汎用化整
備による農地の確保を通じ、洪水防止機能（雨
水を一時的に貯留）の保全を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 異常気象等による市街地での広域かつ長
期的な浸水被害を防ぐため、河川、下水道、
排水路等の管理者が連携して総合的な浸水
対策を推進する必要がある。 

 河川等の抜本的な改修には多くの費用と時
間がかかるため、短期的な対策として、出水時
の水門管理の徹底など、河川のみならず、流域
全体での被害軽減策について、県や近隣自治体
等と連携し、ハード･ソフト両面から取り組み
を進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地域の防災力の強化に向け、自主防災組織
のさらなる組織化及び組織の活性化を図る
必要がある。 

 地域防災の要となる自主防災組織の組織化
及び活性化を促進するため、自主防災組織の活
動事例に関する研修や防災情報の共有を図る
ための地域づくり協議会との円卓会議等を実
施する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化する必要が
ある。 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化するため、防
災リーダー等（自主防災組織リーダー、防災士）
を育成・確保する。 
 また、避難所運営等において、男女別トイレ
や授乳室の設置、女性用下着等の女性による配
布など、防災対応に女性の視点を取り入れるた
め、女性防災士を育成・確保する。 

⑺ 人材育
成分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-3．突発的又は広域かつ長期的な市街地や散居村等の浸水による

多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 大規模災害発生時においてもシステムが
正常に機能するよう保守や機器更新を計画
的に進め、市民に提供する情報の信頼性を確
保・維持する必要がある。 

 ホームページや防災アプリなどについて、市
民に提供する情報の信頼性を確保・維持するた
め、システムが正常に機能するよう保守や機器
更新を計画的に進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-4．大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風
雪などの災害発生時における応急活動、避難
活動、被害拡大防止等の対応策について、調
査・研究し、防災活動への活用を推進する必
要がある。 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪
などの災害発生時における応急活動、避難活
動、被害拡大防止等の対応策について、調査・
研究し、防災活動への活用を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な災害時における迅速かつ的確な
防災活動の確認、原子力災害時の避難対応、
市民への防災思想の普及啓発を図るため、
県、自衛隊、警察、消防等の関係機関、地域
自主防災組織及び地元住民の参加のもと、実
践的な訓練等を実施する必要がある。 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 大規模な風水害や火災などの災害現場で
の救出救助活動能力を高めるため、装備資機
材や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図
るとともに、関係機関等との連携を図る必要
がある。 

 大規模な風水害や火災などの災害現場での
救出救助活動能力を高めるため、装備資機材や
訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとと
もに、関係機関等との連携を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害救助支援活動の拠点として、陸上自衛
隊富山駐屯地の機能を高める必要がある。 

 災害への対処に万全を期するため、大量の救
援物資の輸送や迅速な人命救助の観点から、大
型ヘリコプターの活用など陸上自衛隊富山駐
屯地の災害救助支援活動の拠点としての機能
強化の促進を陸上自衛隊富山駐屯地に働きか
ける。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制
が重要であることから、応急活動及び復旧活
動に関し、消防、警察、自衛隊など各関係機
関との連携を推進する必要がある。 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制が
重要であることから、応急活動及び復旧活動に
関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業
者など各関係機関との連携を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 異常気象等により災害が発生し得るまた
は発生した際に、住民が適切な避難を行うこ
とができるよう、関係機関が提供する防災情
報について日頃より住民に周知しておく必
要がある。 

 南砺市のハザードマップ（洪水、土砂災害
等）、県内の雨量・水位や土砂災害警戒情報等
の情報を提供する富山防災 WEB や南砺市防災
アプリの周知を図るなど、より多くの方の適切
な避難行動につながる取組みを進める。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 南砺市防災センターにおける各種防災講
座を通じて防災力の向上を図るとともに、自
然災害について学べる四季防災館（富山県広
域消防防災センター）や立山カルデラ砂防博
物館の体験型学習等を通じて、市民の防災意
識の向上に努める必要がある。 

 南砺市防災センターにおける各種防災講座
を通じて防災力の向上を図るとともに、自然災
害について学べる四季防災館（富山県広域消防
防災センター）や立山カルデラ砂防博物館の体
験型学習等を通じて、市民の防災意識の向上に
努める。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地域や
学校、南砺市防災センター等において、市政
出前講座などによる防災教育の実施が必要
である。 

 市政出前講座を活用した啓発活動や地域の
自主防災活動を支援する南砺市防災こころえ
隊の活動を通して、「自らの身の安全は自ら守
る」防災教育を推進する。 
 また、子どもたちの災害対応能力を育成する
ため、小中学校における防災教育を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 森林経営計画の策定を促進するとともに、
計画に基づく道路網整備や高性能林業機械
の活用により集約化施業を推進し、生産コス
トの低減を図る必要がある。 

 適正な林業活動により持続的に管理すべき
森林について、森林所有者などが計画的な間伐
や更新の実施などを促進する。 

⑷ 産業分
野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-4．大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 各機関等での災害監視や住民の迅速かつ
適切な避難に役立つよう、より正確で迅速な
情報の収集と提供を可能とする、防災情報シ
ステムの整備充実を図る必要がある。 

 災害監視や市民への防災情報の提供を行う
ため、利用している富山県の河川情報システ
ム、土砂災害警戒情報支援システム、河川監視
カメラなど防災情報システムの整備充実を富
山県に働きかける。 

⑷ 産業分
野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 危険性の周知や情報提供できるよう体制
づくりを行うとともに、住民への啓発、避難
訓練等を併せたソフト対策全般を強化し、災
害対応能力の向上を図る必要がある。 

 土砂災害警戒区域等の指定や、これに先立つ
基礎調査結果の公表により、土砂災害の危険性
を周知するとともに、住民参加の防災訓練を実
施することにより、防災意識の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 市における、土砂災害ハザードマップの公
表や警戒避難体制の整備を促進するととも
に、市が避難勧告等を判断するため土砂災害
警戒情報支援システムを活用するなど、各種
情報等の適時取得・伝達を行う体制を整備、
強化する必要がある。 

 市における、土砂災害ハザードマップの公表
や警戒避難体制の整備を促進するとともに、市
が避難勧告等を判断するため、土砂災害警戒情
報支援システムを活用するなど、各種情報等の
適時取得・伝達を行う体制を整備、強化する。 
 要配慮者への対応も含め住民自らが地区や
個人の実情を踏まえ、ハザードマップや地区防
災計画の作成・見直しを行うことで警戒避難体
制の強化を図り、実効性のある避難を確保す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 深層崩壊や地すべりの発生に対し、情報を
速やかに入手し、住民等へ情報提供する体制
づくりを行うとともに、関係機関が連携した
防災訓練を実施するなど、住民への啓発、避
難訓練等を併せたソフト対策全般を強化し、
災害対応能力の向上を図る必要がある。 

 深層崩壊や地すべりの発生に対し、情報を速
やかに入手し、住民等へ情報提供する体制づく
りを行うとともに、関係機関が連携した防災訓
練を実施するなど、住民への啓発、避難訓練等
を併せたソフト対策全般を強化し、災害対応能
力の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑻ 官民連
携分野 

 砂防・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策事
業等のハード対策を推進する必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 山間地等において、避難路や緊急輸送道路
を確保する必要がある。 

 道路防災総点検に基づく要対策箇所につい
て落石、落盤等の対策を引き続き進めるととも
に、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落
の発生防止のため、山間地等において、避難路
や緊急輸送道路を確保するための取組みを促
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 土砂災害時に避難の遅れにより多くの犠
牲者が出ていることから、土砂災害を想定し
た訓練を推進する必要がある。 

 県と連携して土砂災害を想定した訓練を行
う。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-4．大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化する必要が
ある。 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化するため、防
災リーダー等（自主防災組織リーダー、防災士）
を育成・確保する。 
 また、避難所運営等において、男女別トイレ
や授乳室の設置、女性用下着等の女性による配
布など、防災対応に女性の視点を取り入れるた
め、女性防災士を育成・確保する。 

⑺ 人材育
成分野 

 大規模災害発生時においてもシステムが
正常に機能するよう保守や機器更新を計画
的に進め、市民に提供する情報の信頼性を確
保・維持する必要がある。 

 ホームページや防災アプリなどについて、市
民に提供する情報の信頼性を確保・維持するた
め、システムが正常に機能するよう保守や機器
更新を計画的に進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-5．暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風
雪などの災害発生時における応急活動、避難
活動、被害拡大防止等の対応策について、調
査・研究し、防災活動への活用を推進する必
要がある。 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪
などの災害発生時における応急活動、避難活
動、被害拡大防止等の対応策について、調査・
研究し、防災活動への活用を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な災害時における迅速かつ的確な
防災活動の確認、原子力災害時の避難対応、
市民への防災思想の普及啓発を図るため、
県、自衛隊、警察、消防等の関係機関、地域
自主防災組織及び地元住民の参加のもと、実
践的な訓練等を実施する必要がある。 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 災害救助支援活動の拠点として、陸上自衛
隊富山駐屯地の機能を高める必要がある。 

 災害への対処に万全を期するため、大量の救
援物資の輸送や迅速な人命救助の観点から、大
型ヘリコプターの活用など陸上自衛隊富山駐
屯地の災害救助支援活動の拠点としての機能
強化の促進を陸上自衛隊富山駐屯地に働きか
ける。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制
が重要であることから、応急活動及び復旧活
動に関し、消防、警察、自衛隊など各関係機
関との連携を推進する必要がある。 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制が
重要であることから、応急活動及び復旧活動に
関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業
者など各関係機関との連携を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 異常気象等により災害が発生し得るまた
は発生した際に、住民が適切な避難を行うこ
とができるよう、関係機関が提供する防災情
報について日頃より住民に周知しておく必
要がある。 

 南砺市のハザードマップ（洪水、土砂災害
等）、県内の雨量・水位や土砂災害警戒情報等
の情報を提供する富山防災 WEB や南砺市防災
アプリの周知を図るなど、より多くの方の適切
な避難行動につながる取組みを進める。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地域や
学校、南砺市防災センター等において、市政
出前講座などによる防災教育の実施が必要
である。 

 市政出前講座を活用した啓発活動や地域の
自主防災活動を支援する南砺市防災こころえ
隊の活動を通して、「自らの身の安全は自ら守
る」防災教育を推進する。 
 また、子どもたちの災害対応能力を育成する
ため、小中学校における防災教育を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 少子・高齢化、過疎化の進展により、雪処
理の担い手が不足している中で、高齢者や要
援護世帯の除排雪のための支援協力体制の
整備が必要である。 

 自力で除排雪が困難な世帯等の安全や利便
性を確保するため、市や地域住民、NPO 等が連
携して行う地域ぐるみの除排雪活動への支援
を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 災害等で火葬場の使用が困難となった場
合に対応できるよう、県及び近隣市町等と連
携し、広域的な協力体制の整備を行う必要が
ある。 

 災害等で火葬場の使用が困難となった場合
や、遺体の数が極めて多くなり、平常時に使用
している火葬場の能力だけでは対処が困難と
なった場合に対応できるよう、県及び近隣市町
等と連携し、広域的な協力体制の整備を行うと
ともに災害等を想定した情報伝達訓練を実施
する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 ICT 技術等を活用し、災害時に必要な防災
情報を自治体や各事業者だけではなく、広く
住民等にも収集・共有できる体制づくりが必
要である。 

 オープンデータ・ビッグデータやソーシャル
メディアの活用も含めた、総合的な防災情報の
収集と共有を図るとともに、インフラにおける
先進技術や 5G の積極的な活用などスマートイ
ンフラへの進化を図り、防災対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 
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事前に備えるべき目標 1．直接死を最大限に防ぐ 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

1-5．暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩防止柵等の整備により、集落の安全確
保や道路の安全な通行確保を図る必要があ
る。 

 雪崩から集落の安全や道路の通行を確保す
るため、雪崩防護柵等の整備を進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 重要路線における車道除排雪や歩道除雪
を適切に実施する必要がある。 

 降積雪等により道路交通に支障をきたさな
いように道路の除排雪等を適切に実施するほ
か、安定的な除雪体制を維持するため、除雪オ
ペレーターや除雪機械の確保に努める。その
他、「地域ぐるみ除排雪活動」や住民等の協力
による歩道除雪など市民との協働による除雪
を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑
な道路交通を確保する必要がある。 

 安全で円滑な道路交通を確保するため、雪崩
予防柵等の整備、消雪施設の更新等を推進す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地域の防災力の強化に向け、自主防災組織
のさらなる組織化及び組織の活性化を図る
必要がある。 

 地域防災の要となる自主防災組織の組織化
及び活性化を促進するため、自主防災組織の活
動事例に関する研修や防災情報の共有を図る
ための地域づくり協議会との円卓会議等を実
施する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化する必要が
ある。 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化するため、防
災リーダー等（自主防災組織リーダー、防災士）
を育成・確保する。 
 また、避難所運営等において、男女別トイレ
や授乳室の設置、女性用下着等の女性による配
布など、防災対応に女性の視点を取り入れるた
め、女性防災士を育成・確保する。 

⑺ 人材育
成分野 

 大規模災害発生時においてもシステムが
正常に機能するよう保守や機器更新を計画
的に進め、市民に提供する情報の信頼性を確
保・維持する必要がある。 

 ホームページや防災アプリなどについて、市
民に提供する情報の信頼性を確保・維持するた
め、システムが正常に機能するよう保守や機器
更新を計画的に進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市の直営する施設は短期譲渡のため、大規
模改修の対象外である。社会福祉法人が建設
運営する障がい者福祉施設の長寿命化計画
等に基づく維持管理（点検含む）・更新を実
施するためには国・県の財政支援の強化が必
要である。 

 市の再編計画による施設の譲渡、更新等の方
針に基づき、適正な維持管理に努める。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-1．の食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル

ギー供給の長期停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市の機関が被災した場合であっても、発災
時に優先して取り組む業務を事前に決めて
おき、限られた資源を効率的に投入し、業務
の継続と早期復旧を図る必要がある。 

 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の
高い通常業務の継続のための準備体制を定め
た南砺市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣ
Ｐ）を必要に応じて見直す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情
報を収集して緊急交通路等の指定及び確保
を図るとともに、災害応急対策を実施する公
的機関に対して緊急通行車両事前届出制度
等の的確な運用を行えるようにする必要が
ある。 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情報
を収集して緊急交通路等の指定及び確保を図
るとともに、災害応急対策を実施する公的機関
に対して緊急通行車両事前届出制度等の的確
な運用を行う。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時応援協定等の広域連携の推進が必
要である。 

 自衛隊、警察、消防等の広域応援部隊の連携
のもと、倒壊建物等からの救助、災害医療救護
活動等の実践的な訓練に参加する。また、応援
協定に基づき、他県・市町村と連携した職員の
派遣や緊急物資供給などの訓練を実施すると
ともに、全国からの人的・物的支援の円滑な受
け入れについて定めた受援計画の策定や南砺
市地域防災計画を必要に応じて見直す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 福祉避難所施設・設備の整備や食料等の備
蓄を進める必要がある。 
  

 高齢者等の要配慮者が避難生活を送るため
の福祉避難所施設として、社会福祉法人等が障
がい者グループホームの整備に併せて防火拠
点スペースを整備する場合、補助を図る。社会
福祉法人が備蓄する食糧等の補完を含めた市
全体の備蓄を計画的に進める。 

⑵ 住環境
分野 

 市の災害救助物資については地震による
被害想定をもとに現物備蓄を行っているが、
広域単位での備蓄と流通備蓄の確保に努め
る必要がある。 

 地震等による被害想定を踏まえ、最低限の食
料の供給が円滑に行われるよう、備蓄を進めて
いる飲料水、非常食について、引き続き購入･
備蓄を行う。食料以外の備蓄品についても同様
に備蓄を進める。 

⑵ 住環境
分野 

 現物備蓄を補完するための流通備蓄につい
ては、現物備蓄以外の食料も含め必要量を確保
できるよう、ショッピングセンターなどの協定
先から供給可能数量について定期的に確認を
行うほか、調達先の拡充に努める。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に避難所で不足する物資の供給に
ついて、確実な調達と円滑な輸送に努める必
要がある。 

 災害時における物資の調達と避難所までの
円滑な輸送体制を確保するため、協定している
運輸事業者等との連携を密にするなど、災害時
受援体制の実効性を高める。 

⑵ 住環境
分野 

 災害発生による停電時に、地域の健康危機
管理の拠点である保健所等の機能を維持さ
せるため、非常用自家発電装置の整備を進め
る必要がある。 

 災害発生による停電時に保健センター機能
を維持するため、地域包括ケアセンター等に非
常用自家発電装置の整備を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 橋梁崩落事故、基幹用排水路破損の発生防
止など、基幹的な道路施設、水利施設の安全
確保を図る必要がある。 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と
安全な通行を確保するため、計画的な農道施設
の保全対策を推進する。基幹的な農業水利施設
の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 災害発生時に、ライフラインの確保等の応
急対応を迅速かつ円滑に行うことができる
体制の整備が重要である。 

 災害時における飲料水供給を確保するため、
主要配水池への緊急遮断弁設置や耐震化事業
等を推進していく。 

⑷ 産業分
野 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑷ 産業分
野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-1．の食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル

ギー供給の長期停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時に緊急通行車両や南砺市民病院・公
立南砺中央病院への燃料供給が円滑に行わ
れる体制を整備する必要がある。 

 災害時における緊急車両への給油や南砺市
民病院・公立南砺中央病院等への燃料供給につ
いて、災害時受援計画の実効性を高めるほか、
国や県、関係団体等との情報交換、連携を密に
するなど、発災時の燃料供給が円滑に行われる
よう体制を整備する。 

⑷ 産業分
野 

 物資の輸送ルートを確実に確保するため、
堤防や護岸、ダムの整備などの治水対策を計
画的に推進し、記録的な豪雨等による河川の
氾濫、浸水被害等を最小限に抑える必要があ
る。 

 庄川・小矢部川など世界でも有数の急流河川
があり、これまで幾度となく集中豪雨等により
河川の氾濫等の大きな被害を受けてきたこと
から、河川改修等の治水対策を進めてきたが、
整備が必要な区間がまだ多く残っているため、
引き続き、計画的かつ重点的に河川やダムの整
備事業等のハード対策を推進するとともに、住
民が避難する際に必要な情報となる洪水ハザ
ードマップの作成・更新や周知等のソフト対策
もあわせて進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 物資の輸送ルートを確実に確保するため、
河川区域内の樹木の伐採や川底の土砂を取
り除くことなどにより最大限の流下断面を
確保し、記録的な豪雨等による河川の氾濫、
浸水被害等を最小限に抑える必要がある。 

 堤防、護岸などの河川管理施設は、空積構造
の護岸や洗堀・浸食により脆弱な箇所が多く存
在することから、護岸の整備など既存施設の機
能強化を進めるほか、河川区域内の樹木の伐採
や川底の土砂を取り除くなどの災害の未然防
止対策の推進や、水防資材の確保、河川巡視の
強化に努め、浸水被害の軽減を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 物資の輸送ルートを確実に確保するため、
河川管理施設や河川堤防の耐震化を推進し、
沈下や損傷による浸水被害等の発生を最小
限に抑える必要がある。 

 これまで、水門等河川管理施設や河川堤防の
耐震点検調査を実施したところであり、計画的
に堤防や水門等の河川管理施設の耐震化等を
進めるよう国や県に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 物資供給が行われる防災拠点施設等の機
能が十分に確保されるよう、流域全体におい
て、ハード、ソフト両面から短期的な対策に
取り組み、記録的な豪雨等による浸水被害を
最小限に抑える必要がある。 

 河川等の抜本的な改修には多くの費用と時
間がかかるため、短期的な対策として、出水時
の水門管理の徹底など、河川のみならず、流域
全体での被害軽減策について、県や近隣自治体
等と連携し、ハード･ソフト両面から取り組み
を進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実
に確保するための土砂災害対策等のハード
対策を推進し、地震等による土砂災害の発
生、被害を最小限に押さえる必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩防止柵等の整備により、集落の安全確
保や道路の安全な通行確保を図る必要があ
る。 

 雪崩から集落の安全や道路の通行を確保す
るため、雪崩防護柵等の整備を進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-1．の食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル

ギー供給の長期停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等
のため、代替性が確保された道路ネットワー
クの強化・整備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 山間地等において、避難路や緊急輸送道路
を確保する必要がある。 

 道路防災総点検に基づく要対策箇所につい
て落石、落盤等の対策を引き続き進めるととも
に、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落
の発生防止のため、山間地等において、避難路
や緊急輸送道路を確保するための取組みを促
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時に避難所や防災拠点となり得る「道
の駅」について、防災拠点化への検討が必要
である。 

 災害時に避難所や防災拠点となり得る市内
の道の駅に防災拠点化を働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 重要路線における車道除排雪や歩道除雪
を適切に実施する必要がある。 

 降積雪等により道路交通に支障をきたさな
いように道路の除排雪等を適切に実施するほ
か、安定的な除雪体制を維持するため、除雪オ
ペレーターや除雪機械の確保に努める。その
他、「地域ぐるみ除排雪活動」や住民等の協力
による歩道除雪など市民との協働による除雪
を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑
な道路交通を確保する必要がある。 

 安全で円滑な道路交通を確保するため、雪崩
予防柵等の整備、消雪施設の更新等を推進す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 緊急輸送道路を補完するため、地域森林計
画の林道の開設及び拡張に関する計画に掲
載されている林道の整備を推進する必要が
ある。 

 緊急輸送道路を補完（災害時に迂回路として
活用）するため、地域森林計画の林道の開設及
び拡張に関する計画に掲載されている高成 1
号線・ふれあいの森線などの林道の整備を推進
する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役
割を担うため、関係機関と協議し、迅速に陸
上・航空輸送路を確保するとともに、人員及
び物資の輸送に必要な車両、ヘリコプター等
を調達するなど、輸送力に万全を期する必要
がある。 

 災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役割
を担うため、関係機関と協議し、迅速に陸上・
航空輸送路を確保するとともに、人員及び物資
の輸送に必要な車両、ヘリコプター等を調達す
るなど、輸送力に万全を期する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 防災関係機関等との相互協力が必要であ
る。 
 帰宅困難者に対する飲料水の提供などの
支援が必要である。 

 国、地方公共団体、防災関係機関、民間との
災害時における応援協定締結（小売業、運送業、
レンタル業、建設業協会等との災害時における
応急対策業務などを締結）等により、災害時の
物資調達・搬送、ボランティアの円滑な受け入
れなどに係る連携体制を整備する。 

⑻ 官民連
携分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-2．多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情
報を収集して緊急交通路等の指定及び確保
を図るとともに、災害応急対策を実施する公
的機関に対して緊急通行車両事前届出制度
等の的確な運用を行えるようにする必要が
ある。 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情報
を収集して緊急交通路等の指定及び確保を図
るとともに、災害応急対策を実施する公的機関
に対して緊急通行車両事前届出制度等の的確
な運用を行う。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市の災害救助物資については地震による
被害想定をもとに現物備蓄を行っているが、
広域単位での備蓄と流通備蓄の確保に努め
る必要がある。 

 地震等による被害想定を踏まえ、最低限の食
料の供給が円滑に行われるよう、備蓄を進めて
いる飲料水、非常食について、引き続き購入･
備蓄を行う。食料以外の備蓄品についても同様
に備蓄を進める。 

⑵ 住環境
分野 

 現物備蓄を補完するための流通備蓄につい
ては、現物備蓄以外の食料も含め必要量を確保
できるよう、ショッピングセンターなどの協定
先から供給可能数量について定期的に確認を
行うほか、調達先の拡充に努める。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に避難所で不足する物資の供給に
ついて、確実な調達と円滑な輸送に努める必
要がある。 

 災害時における物資の調達と避難所までの
円滑な輸送体制を確保するため、協定している
運輸事業者等との連携を密にするなど、災害時
受援体制の実効性を高める。 

⑵ 住環境
分野 

 富山県ドクターヘリが被災地近くのラン
デブーポイントに着陸し、搭乗医師・看護師
による現場での救命・救急治療活動を行うと
ともに、南砺市民病院のドクターカーと連携
し、重篤・重症な被災患者を災害拠点病院等
へ迅速に搬送し、救命率の向上や後遺症の軽
減を図る必要がある。 

 富山県ドクターヘリが被災地近くのランデ
ブーポイントに着陸し、搭乗医師・看護師によ
る現場での救命・救急治療活動を行うととも
に、南砺市民病院のドクターカーと連携し、重
篤・重症な被災患者を災害拠点病院等へ迅速に
搬送し、救命率の向上や後遺症の軽減を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 橋梁崩落事故、基幹用排水路破損の発生防
止など、基幹的な道路施設、水利施設の安全
確保を図る必要がある。 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と
安全な通行を確保するため、計画的な農道施設
の保全対策を推進する。基幹的な農業水利施設
の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 道路の通行止めによる孤立集落が発生す
ることのないよう、堤防や護岸の整備などの
治水対策を計画的に推進し、記録的な豪雨等
による河川の氾濫、浸水被害等を最小限に抑
える必要がある。 

 庄川・小矢部川など世界でも有数の急流河川
があり、これまで幾度となく集中豪雨等により
河川の氾濫等の大きな被害を受けてきたこと
から、河川改修等の治水対策を進めてきたが、
整備が必要な区間がまだ多く残っているため、
引き続き、計画的かつ重点的に河川やダムの整
備事業等のハード対策を推進するとともに、住
民が避難する際に必要な情報となる洪水ハザ
ードマップの作成・更新や周知等のソフト対策
もあわせて進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 道路の通行止めによる孤立集落が発生す
ることのないよう、河川区域内の樹木の伐採
や川底の土砂を取り除くことなどにより最
大限の流下断面を確保し、記録的な豪雨等に
よる河川の氾濫、浸水被害等を最小限に抑え
る必要がある。 

 堤防、護岸などの河川管理施設は、空積構造
の護岸や洗堀・浸食により脆弱な箇所が多く存
在することから、護岸の整備など既存施設の機
能強化を進めるほか、河川区域内の樹木の伐採
や川底の土砂を取り除くなどの災害の未然防
止対策の推進や、水防資材の確保、河川巡視の
強化に努め、浸水被害の軽減を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 道路の通行止めによる孤立集落が発生す
ることのないよう、河川管理施設や河川堤防
の耐震化を推進し、沈下や損傷による浸水被
害等の発生を最小限に抑える必要がある。 

 これまで、水門等河川管理施設や河川堤防の
耐震点検調査を実施したところであり、計画的
に堤防や水門等の河川管理施設の耐震化等を
進めるよう国や県に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-2．多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 市内には近年増加している自然災害によ
り孤立する可能性がある地域が多数あり、非
常時の通信機器や応急対策に必要な防災資
機材の整備を支援する必要がある。 

 孤立の可能性のある地域に対し、非常時の通
信手段の確保に必要な衛星携帯電話などの通
信機器や、応急対策に必要な発電機などの防災
資機材の整備を支援する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 土砂災害対策等のハード対策を推進し、地
震等による土砂災害の発生、被害を最小限に
押さえる必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩防止柵等の整備により、集落の安全確
保や道路の安全な通行確保を図る必要があ
る。 

 雪崩から集落の安全や道路の通行を確保す
るため、雪崩防護柵等の整備を進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等
のため、代替性が確保された道路ネットワー
クの強化・整備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 山間地等において、避難路や緊急輸送道路
を確保する必要がある。 

 道路防災総点検に基づく要対策箇所につい
て落石、落盤等の対策を引き続き進めるととも
に、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落
の発生防止のため、山間地等において、避難路
や緊急輸送道路を確保するための取組みを促
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 重要路線における車道除排雪や歩道除雪
を適切に実施する必要がある。 

 降積雪等により道路交通に支障をきたさな
いように道路の除排雪等を適切に実施するほ
か、安定的な除雪体制を維持するため、除雪オ
ペレーターや除雪機械の確保に努める。その
他、「地域ぐるみ除排雪活動」や住民等の協力
による歩道除雪など市民との協働による除雪
を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-2．多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑
な道路交通を確保する必要がある。 

 安全で円滑な道路交通を確保するため、雪崩
予防柵等の整備、消雪施設の更新等を推進す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 緊急輸送道路を補完するため、地域森林計
画の林道の開設及び拡張に関する計画に掲
載されている林道の整備を推進する必要が
ある。 

 緊急輸送道路を補完（災害時に迂回路として
活用）するため、地域森林計画の林道の開設及
び拡張に関する計画に掲載されている高成 1
号線・ふれあいの森線などの林道の整備を推進
する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役
割を担うため、関係機関と協議し、迅速に陸
上・航空輸送路を確保するとともに、人員及
び物資の輸送に必要な車両、ヘリコプター等
を調達するなど、輸送力に万全を期する必要
がある。 

 災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役割
を担うため、関係機関と協議し、迅速に陸上・
航空輸送路を確保するとともに、人員及び物資
の輸送に必要な車両、ヘリコプター等を調達す
るなど、輸送力に万全を期する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 

  



別紙-21 

 

事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-3．自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶

対的不足 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市の機関が被災した場合であっても、発災
時に優先して取り組む業務を事前に決めて
おき、限られた資源を効率的に投入し、業務
の継続と早期復旧を図る必要がある。 

 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の
高い通常業務の継続のための準備体制を定め
た南砺市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣ
Ｐ）を必要に応じて見直す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な風水害や火災などの災害現場で
の救出救助活動能力を高めるため、装備資機
材や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図
るとともに、関係機関等との連携を図る必要
がある。 

 大規模な風水害や火災などの災害現場での
救出救助活動能力を高めるため、装備資機材や
訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとと
もに、関係機関等との連携を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情
報を収集して緊急交通路等の指定及び確保
を図るとともに、災害応急対策を実施する公
的機関に対して緊急通行車両事前届出制度
等の的確な運用を行えるようにする必要が
ある。 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情報
を収集して緊急交通路等の指定及び確保を図
るとともに、災害応急対策を実施する公的機関
に対して緊急通行車両事前届出制度等の的確
な運用を行う。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害発生時における初動体制の強化、本部
の指揮命令系統の統一による効果的な部隊
運用、消防車・救急車の現場到着時間の短縮、
高度な消防設備の整備による住民サービス
の向上や消防体制への基盤強化等が期待で
きる、消防組織の広域化を推進する必要があ
る。 

 災害発生時における初動体制の強化、本部の
指揮命令系統の統一による効果的な部隊運用、
消防車・救急車の現場到着時間の短縮、高度な
消防設備の整備による住民サービスの向上や
消防体制への基盤強化等が期待できる、広域消
防組織の砺波地域消防組合の維持・強化を推進
する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時応援協定等の広域連携の推進が必
要である。 

 自衛隊、警察、消防等の広域応援部隊の連携
のもと、倒壊建物等からの救助、災害医療救護
活動等の実践的な訓練に参加する。また、応援
協定に基づき、他県・市町村と連携した職員の
派遣や緊急物資供給などの訓練を実施すると
ともに、全国からの人的・物的支援の円滑な受
け入れについて定めた受援計画の策定や南砺
市地域防災計画を必要に応じて見直す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時に緊急通行車両や南砺市民病院・公
立南砺中央病院への燃料供給が円滑に行わ
れる体制を整備する必要がある。 

 災害時における緊急車両への給油や南砺市
民病院・公立南砺中央病院等への燃料供給につ
いて、災害時受援計画の実効性を高めるほか、
国や県、関係団体等との情報交換、連携を密に
するなど、発災時の燃料供給が円滑に行われる
よう体制を整備する。 

⑷ 産業分
野 

 物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実
に確保するための土砂災害対策等のハード
対策を推進し、地震等による土砂災害の発
生、被害を最小限に押さえる必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-3．自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶

対的不足 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 停電による信号機の停止が原因で発生す
る交通渋滞を回避するため、停電の際、自動
的に発動発電機が作動し、信号機等に電力供
給する信号機電源付加装置等の更新及び可
搬式発動発電機接続対応信号機の普及を推
進する必要がある。 

 停電による信号機の停止が原因で発生する
交通渋滞を回避するため、停電の際、自動的に
発動発電機が作動し、信号機等に電力供給する
信号機電源付加装置等の更新及び可搬式発動
発電機接続対応信号機の普及を推進するよう
富山県警察本部に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 高さ 45ｍの主訓練棟や深さ 10ｍの水深可
動型潜水プールなど、全国トップクラスの訓
練施設を備えた富山県広域消防防災センタ
ーにおける実践的な研修・訓練の実施により
消火・救助技術の向上を図る必要がある。 

 高さ 45ｍの主訓練棟や深さ 10ｍの水深可動
型潜水プールなど、全国トップクラスの訓練施
設を備えた富山県広域消防防災センターにお
ける実践的な研修・訓練の実施により消火・救
助技術の向上を図る。 

⑺ 人材育
成分野 

 複雑・多様化する災害に対応するため、消
防学校での教育訓練等を通じて、消防職員及
び消防団員等の対応能力を高める必要があ
る。 

 複雑・多様化する災害に対応するため、消防
職員及び消防団員等の対応能力を高める。 
 地域防災力の充実強化を図るため、消防団員
や支援団員の入団促進及び体制の充実に対す
る支援等により、団員の確保及び消防団の活性
化を図る。 

⑺ 人材育
成分野 

 消防団員のサラリーマン化・高齢化の進行
や、社会環境の変化等により、消防団員の確
保が難しくなってきている。 

 地域防災力の充実強化を図るため、女性消防
団員や支援団員の入団促進及び体制の充実に
対する支援等により、団員の確保及び消防団の
活性化を図る。 

⑺ 人材育
成分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-4．想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 福祉避難所施設・設備の整備や食料等の備
蓄を進める必要がある。 

 高齢者等の要配慮者が避難生活を送るため
の福祉避難所施設として、社会福祉法人等が障
がい者グループホームの整備に併せて防火拠
点スペースを整備する場合、補助を図る。 

⑵ 住環境
分野 

 市の災害救助物資については地震による
被害想定をもとに現物備蓄を行っているが、
広域単位での備蓄と流通備蓄の確保に努め
る必要がある。 

 地震等による被害想定を踏まえ、最低限の食
料の供給が円滑に行われるよう、備蓄を進めて
いる飲料水、非常食について、引き続き購入･
備蓄を行う。食料以外の備蓄品についても同様
に備蓄を進める。 

⑵ 住環境
分野 

 現物備蓄を補完するための流通備蓄につい
ては、現物備蓄以外の食料も含め必要量を確保
できるよう、ショッピングセンターなどの協定
先から供給可能数量について定期的に確認を
行うほか、調達先の拡充に努める。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に避難所で不足する物資の供給に
ついて、確実な調達と円滑な輸送に努める必
要がある。 

 災害時における物資の調達と避難所までの
円滑な輸送体制を確保するため、協定している
運輸事業者等との連携を密にするなど、災害時
受援体制の実効性を高める。 

⑵ 住環境
分野 

 防災関係機関等との相互協力が必要であ
る。 
 帰宅困難者に対する飲料水の提供などの
支援が必要である。 

 国、地方公共団体、防災関係機関、民間との
災害時における応援協定締結（小売業、運送業、
レンタル業、建設業協会等との災害時における
応急対策業務などを締結）等により、災害時の
物資調達・搬送、ボランティアの円滑な受け入
れなどに係る連携体制を整備する。 

⑻ 官民連
携分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-5．医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時応援協定等の広域連携の推進が必
要である。 

 自衛隊、警察、消防等の広域応援部隊の連携
のもと、倒壊建物等からの救助、災害医療救護
活動等の実践的な訓練に参加する。また、応援
協定に基づき、他県・市町村と連携した職員の
派遣や緊急物資供給などの訓練を実施すると
ともに、全国からの人的・物的支援の円滑な受
け入れについて定めた受援計画の策定や南砺
市地域防災計画を必要に応じて見直す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時の救命医療の拠点となる病院の発
電設備・資機材の充実が必要である。 

 大規模災害時における、医療提供体制の確保
を図るため、南砺市民病院・公立南砺中央病院
等の発電設備・資機材の充実を促進する。また、
各病院の救急室や市民病院に配備されている
ドクターカーの医療資機材についても拡充す
る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 県を通じ、市外からの保健チーム等の受入
整備を図る必要がある。 

 被災地の被害状況や規模、住民の避難状況、
被災地の健康ニーズや地域性、保健師の稼動状
況等を考慮して、他の自治体に対する保健師の
応援、派遣要請の必要性を検討し、早期の受入
れ体制の整備を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 富山県ドクターヘリが被災地近くのラン
デブーポイントに着陸し、搭乗医師・看護師
による現場での救命・救急治療活動を行うと
ともに、南砺市民病院のドクターカーと連携
し、重篤・重症な被災患者を災害拠点病院等
へ迅速に搬送し、救命率の向上や後遺症の軽
減を図る必要がある。 

 富山県ドクターヘリが被災地近くのランデ
ブーポイントに着陸し、搭乗医師・看護師によ
る現場での救命・救急治療活動を行うととも
に、南砺市民病院のドクターカーと連携し、重
篤・重症な被災患者を災害拠点病院等へ迅速に
搬送し、救命率の向上や後遺症の軽減を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 南砺市民病院及び公立南砺中央病院の機
能停止を回避するため、業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）を策定しておく必要がある。 

 被災後、早期に診療機能を回復し、被災患者
を含めた診療体制を確保するため、南砺市民病
院及び公立南砺中央病院等における多様なリ
スクに対応する業務継続計画（ＢＣＰ）を策定
する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害時に緊急通行車両や南砺市民病院・公
立南砺中央病院への燃料供給が円滑に行わ
れる体制を整備する必要がある。 

 災害時における緊急車両への給油や南砺市
民病院・公立南砺中央病院等への燃料供給につ
いて、災害時受援計画の実効性を高めるほか、
国や県、関係団体等との情報交換、連携を密に
するなど、発災時の燃料供給が円滑に行われる
よう体制を整備する。 

⑷ 産業分
野 

 物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実
に確保するための土砂災害対策等のハード
対策を推進し、地震等による土砂災害の発
生、被害を最小限に押さえる必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩防止柵等の整備により、集落の安全確
保や道路の安全な通行確保を図る必要があ
る。 

 雪崩から集落の安全や道路の通行を確保す
るため、雪崩防護柵等の整備を進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-5．医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途

絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等
のため、代替性が確保された道路ネットワー
クの強化・整備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 山間地等において、避難路や緊急輸送道路
を確保する必要がある。 

 道路防災総点検に基づく要対策箇所につい
て落石、落盤等の対策を引き続き進めるととも
に、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落
の発生防止のため、山間地等において、避難路
や緊急輸送道路を確保するための取組みを促
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 重要路線における車道除排雪や歩道除雪
を適切に実施する必要がある。 

 降積雪等により道路交通に支障をきたさな
いように道路の除排雪等を適切に実施するほ
か、安定的な除雪体制を維持するため、除雪オ
ペレーターや除雪機械の確保に努める。その
他、「地域ぐるみ除排雪活動」や住民等の協力
による歩道除雪など市民との協働による除雪
を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑
な道路交通を確保する必要がある。 

 安全で円滑な道路交通を確保するため、雪崩
予防柵等の整備、消雪施設の更新等を推進す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 医療・介護人材の計画的な確保・育成に取
り組むとともに、災害対応力の強化を図る必
要がある。 

 災害時に、医療や介護に携わる人材の絶対的
不足による被害の拡大を生じないよう、医師
会、歯科医師会、看護協会、介護福祉士会など
の関係機関と連携し、医師確保の推進、就労環
境の改善など、医療・介護人材の計画的な確保・
育成に取り組むほか、災害に備えた訓練の実施
や広域支援体制の整備等により、医療・介護人
材の災害対応力の強化を図る。 

⑺ 人材育
成分野 

 公衆衛生関係者や地域福祉人材の災害対
処能力の向上を図る必要がある。 

 保健師や地域包括支援センター職員等に対
する研修・訓練による、公衆衛生関係者や福祉
人材の災害対処能力の向上を図る。 

⑺ 人材育
成分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-6．被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地震時における下水道機能の確保のため、
耐震診断の実施や下水道施設の耐震化を計
画的に進める必要がある。 

 地震時における下水道機能の確保のため、終
末処理場や下水道管等の下水道施設の耐震化
を計画的に進める。 

⑵ 住環境
分野 

 南砺市下水道事業業務継続計画（下水道Ｂ
ＣＰ）に基づき、訓練や定期的な点検等によ
る継続的な計画の見直しを行う必要がある。 

 南砺市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣ
Ｐ）に基づき、訓練や定期的な点検等を行うと
ともに、継続的な計画の見直しを実施する。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に避難所等として用いられる重要
公共施設のうち、水道未普及地域であるた
め、飲用井戸により飲料水を確保している施
設において、水質検査等の衛生対策が十分に
行われていない施設が存在する。 

 災害時に飲用井戸により飲料水を確保して
いる施設については、水質検査等の実施により
衛生対策を強化する。 

⑵ 住環境
分野 
⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 被災者の健康維持体制を整備する必要が
ある。 

 災害時の保健活動マニュアルに基づき、保健
師等の公衆衛生関係者による心身のケア、イン
フルエンザなどの感染症、エコノミー症候群、
高齢者の心身機能の低下の予防など、被災者の
健康維持体制を整備する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 血液の安定供給の確保が必要である。  医薬品等の安全情報収集・提供体制への支
援、製造管理指導などによる医薬品等の品質・
安定供給の確保に努める。また、県が実施する
血液の安定供給体制の協力のため、献血の普及
啓発活動を行う。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 避難者にインフルエンザ、ノロウイルス、
O157 などが広まらないよう、避難所となる施
設の衛生環境を災害時にも良好に保ってい
く必要がある。 

 市・県・関係団体との連携強化による、避難
所や住宅における衛生管理と防疫対策、被災者
の健康支援の充実を図る。 
 また、発災時には、県や関係機関と連携し、
避難所の感染症状況等の把握に努め、感染症予
防用のリーフレットの配布や手洗い指導の実
施等により衛生管理を行う。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害発生時に、地方公共団体において、感
染症法に基づく消毒や害虫駆除を必要に応
じ実施できる体制を維持しておく必要があ
る。 

 発災時における感染症法に基づく消毒等の
指示について、迅速かつ的確に実施できるよ
う、県厚生センターにおける地域災害医療連携
会議等を活用して県と防疫体制について協議・
検討するほか、市が実施する防災訓練において
消毒に関する資料の提供等、平時から県と連携
し防疫体制を強化する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 南砺市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）に
基づく訓練や、継続的な見直しを行う必要が
ある。 

 南砺市新水道ビジョンに基づき、様々な災害
に対応するマニュアルの整備・見直し及び訓練
を継続していく。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市域面積が広大で、散居村が広がっている
といった地域特性から管路延長が長く、管
種、敷設位置及び深さなどの正確な情報が必
要である。 

 水道管路台帳システムにより常に情報の更
新を行い、適切な管路管理をする。また、大規
模災害発生により被災した場合において、応援
自治体への正確な情報提供が行える。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市域面積が広大で、旧 8 町村が合併した地
域特性から配水池などの水道施設を多く保
有しており、また、施設台帳が整っておらず、
維持管理や更新計画を作成する際に正確な
情報が必要である。 

 水道施設・設備台帳システムの導入により正
確な施設状況がわかり、更新時期の把握ができ
るなど更新計画の作成が行える。また、大規模
災害発生により被災した場合において、応援自
治体への正確な情報提供が行える。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 限られた予算で確実な下水処理を実施す
るため、下水道ストックマネジメント計画
(R1)に基づき、終末処理場、下水道管等の下
水道施設の老朽化対策を含む適正管理を推
進する必要がある。 

 限られた予算で確実な下水処理を実施する
ため、下水道ストックマネジメント計画(R1)に
基づき、終末処理場、下水道管等の下水道施設
の老朽化対策を含む適正管理を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-7．劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者

の健康状態の悪化・死者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市の災害救助物資については地震による
被害想定をもとに現物備蓄を行っているが、
広域単位での備蓄と流通備蓄の確保に努め
る必要がある。 

 地震等による被害想定を踏まえ、最低限の食
料の供給が円滑に行われるよう、備蓄を進めて
いる飲料水、非常食について、引き続き購入･
備蓄を行う。食料以外の備蓄品についても同様
に備蓄を進める。 

⑵ 住環境
分野 

 現物備蓄を補完するための流通備蓄につい
ては、現物備蓄以外の食料も含め必要量を確保
できるよう、ショッピングセンターなどの協定
先から供給可能数量について定期的に確認を
行うほか、調達先の拡充に努める。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に避難所で不足する物資の供給に
ついて、確実な調達と円滑な輸送に努める必
要がある。 

 災害時における物資の調達と避難所までの
円滑な輸送体制を確保するため、協定している
運輸事業者等との連携を密にするなど、災害時
受援体制の実効性を高める。 

⑵ 住環境
分野 

 福祉避難所施設・設備の整備や食料等の備
蓄を進める必要がある。 
 避難所や住宅における衛生管理が必要で
ある。 

 高齢者等の要配慮者が避難生活を送るため
の福祉避難所施設として、社会福祉法人等が障
がい者グループホームの整備に併せて防火拠
点スペースを整備する場合、補助を図る。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に在宅の障がい児者を受け入れる
ことができる避難スペースを有する障がい
福祉サービス事業所の整備を進める必要が
ある。 

 高齢者等の要配慮者が避難生活を送るため
の福祉避難所施設として、社会福祉法人等が障
がい者グループホームの整備に併せて防火拠
点スペースを整備する場合、補助を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 一般の避難所では生活することが困難な
高齢者や障がい者等の要配慮者が、安心して
生活ができるよう、要配慮者の状態に応じた
ケアが行われ、手すりやスロープの設置など
バリアフリー化が図られた福祉避難所の指
定の促進を図る必要がある。 

 高齢者等の要配慮者が避難生活を送るため
の福祉避難所施設として、社会福祉法人等が障
がい者グループホームの整備に併せて防火拠
点スペースを整備する場合、補助を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 
⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 一般の避難所では生活することが困難な高
齢者や障がい者等の要配慮者が、安心して生活
ができるよう、要配慮者の状態に応じたケアを
行う。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 
⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 障がい者等の要配慮者の防災支援体制の
整備のため、市・県、関係機関が連携し、実
践的な防災訓練の実施など防災対策の推進
が必要である。 

 障がい者等の要配慮者の防災支援体制の整
備のため、市・県、関係機関が連携し、実践的
な防災訓練を実施する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害等で火葬場の使用が困難となった場
合に対応できるよう、県及び近隣市町等と連
携し、広域的な協力体制の整備を行う必要が
ある。 

 災害等で火葬場の使用が困難となった場合
や、遺体の数が極めて多くなり、平常時に使用
している火葬場の能力だけでは対処が困難と
なった場合に対応できるよう、県及び近隣市町
等と連携し、広域的な協力体制の整備を行うと
ともに災害等を想定した情報伝達訓練を実施
する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 DMAT（災害派遣医療チーム）等における資
機材整備、DMAT 隊員等と連携した研修による
災害医療人材育成など、災害医療体制の充実
が必要である。 

 医療機関の災害対応マニュアルの整備につ
いて、策定、見直しを促すとともに、災害訓練
や研修会等を継続して実施することにより、災
害医療提供体制の一層の充実・強化を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 



別紙-28 

 
事前に備えるべき目標 

2．救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

2-7．劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者

の健康状態の悪化・死者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 他の自治体、関係機関との連携強化など、
広域的な災害時応援体制の充実が必要であ
る。 

 大規模災害時に医療施設や医療関係者が不
足する事態に備えた他の自治体との相互応援
体制をより強化するため、継続的に訓練を実施
する。 
 南砺市民病院・公立南砺中央病院等において
は、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及び被災
地支援を実施できるよう、DMAT の研修や訓練
への参加を促進するなど、更なる充実・強化を
図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害時の保健活動マニュアルに基づき、保
健師等の公衆衛生関係者による心身のケア、
インフルエンザなどの感染症、エコノミー症
候群、高齢者の心身機能の低下の予防など、
被災者の健康維持体制を整備する必要があ
る。 

 災害時の保健活動マニュアルに基づき、保健
師等の公衆衛生関係者による心身のケア、イン
フルエンザなどの感染症、エコノミー症候群、
高齢者の心身機能の低下の予防など、被災者の
健康維持体制を整備する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 地域の自主防災組織及びボランティアの
協力を得ながら、外国人住民の安否確認や避
難誘導、救助活動に努める必要がある。 

 地域の自主防災組織及びボランティアの協
力を得ながら、外国人住民の安否確認や避難誘
導、救助活動に努める。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 

事前に備えるべき目標 3．必要不可欠な行政機能は確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

3-1．被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及

び信号機の全面停止等による重大交通事故の多発、社会の混乱 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 公共の安全と秩序の維持を図るため、治安
の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化
を図るとともに、警察と連携して業務を円滑
に継続する方針及び執務体制等を速やかに
定める必要がある。 

 公共の安全と秩序の維持を図るため、治安の
確保に必要な体制、非常用電源、備蓄物資、装
備資機材等の充実強化を図るとともに、警察と
して業務を円滑に継続するための対応方針及
び執務体制等の促進を富山県警察本部へ働き
かける。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な災害時において被留置者の安全
を確保し、逃走を防止するため、安全な留置
施設への護送体制を構築するとともに、関係
機関との迅速な相互連絡体制の確立を図る
必要がある。 

 大規模な災害時において被留置者の安全を
確保し、逃走を防止するため、洪水等により広
範囲にわたって被害が発生した場合の避難場
所、休日や夜間に被災した場合の護送体制等の
構築を富山県警察本部へ働きかける。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 交通渋滞等による避難の遅れを回避する
ため、道路交通情報の提供手段を確保する必
要がある。 

 発災時の緊急交通路の指定等に伴い、発生す
ることが想定される交通渋滞等による避難の
遅れを回避するため、交通情報板の活用や、関
係機関との連携等により、迅速かつ効果的な道
路交通情報の提供手段を確保する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 信号機電源付加装置の老朽化が進んでい
る。 

 停電による信号機の停止が原因で発生する
交通渋滞を回避するため、停電の際、自動的に
発動発電機が作動し、信号機等に電力供給する
信号機電源付加装置等の更新及び可搬式発動
発電機接続対応信号機の普及を推進するよう
富山県警察本部に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 3．必要不可欠な行政機能は確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

3-2．行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市の機関が被災した場合であっても、発災
時に優先して取り組む業務を事前に決めて
おき、限られた資源を効率的に投入し、業務
の継続と早期復旧を図る必要がある。 

 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の
高い通常業務の継続のための準備体制を定め
た南砺市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣ
Ｐ）を必要に応じて見直す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 地震などの災害時の応急活動の支援拠点
や避難施設等となる本庁舎、各総合庁舎、出
先機関庁舎について、その機能を維持するた
め、必要な建物修繕等を適切に行う必要があ
る。 
 南砺市耐震改修促進計画(H21 策定・H30 改
定)では、今後、東日本大震災規模の大地震の
発生が予測される中、市有施設の耐震化率ほ
ぼ 100%を目指し、早急に進める必要がある。 

 現在、市有施設全体の耐震化対象施設の耐震
化率は 98％（対象施設 134 棟のうち、H30 年度
末までに 131 棟が耐震完了）となっているが、
耐震力が不足している市有施設について、来所
者、職員等の安全確保や、施設の機能保持を図
り、災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・
建築物安全ストック形成事業などにより、引き
続き、耐震補強工事及び防災対策改修（更新を
含む。）等を計画的に推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害等の非常時に迅速かつ的確に対応で
きるよう、常設の災害対策本部室や防災関係
機関等が活動する受援のためのスペースを
整備する必要がある。 

 市各部、国、県等と密接に連携するためのス
ペース、自衛隊、警察、消防及び関係機関等が
活動する受援スペースを確保する。 
 また、自助や共助につながる地域防災力の向
上を図るため、平時には、市民の防災意識の普
及・啓発のほか、防災士をはじめとする地域の
防災リーダー等の育成・スキルアップのための
研修や交流を図る場を提供する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑺ 人材育
成分野 

 災害発生による停電時の電力供給が停止
した場合に備え、市役所庁舎、市民センター、
出先機関に非常用発電設備の整備を進める
必要がある。 

 災害発生による停電時の電力供給が停止し
た場合に備え、市役所庁舎、市民センター、出
先機関に非常用発電設備の整備を進める。現に
整備済の場合は、非常用電源の供給箇所を把握
し、必要箇所への供給を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 周辺インフラ保護のため土砂災害対策等
のハード対策を推進し、地震等による土砂災
害の発生、被害を最小限に押さえる必要があ
る。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時に避難所や防災拠点となり得る「道
の駅」について、防災拠点化への検討が必要
である。 

 災害時に避難所や防災拠点となり得る市内
の道の駅に防災拠点化を働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 今後、人口減少等により公共施設等の利用
需要が変化することが予想されており、第 2
次南砺市公共施設再編計画(H28.3)に基づ
き、公共施設等の全体を把握し、長寿命化計
画により必要な対策を着実に実施していく
とともに、施設の種別毎の性質や利用状況、
国・市町村・民間との役割分担なども踏まえ、
公共施設等を適切に管理していく必要があ
る。 

 第 2 次南砺市公共施設再編計画(H28.3)に基
づき、公共施設等の全体を把握し、被災しても
行政機能を維持できるように耐震化を図り、施
設の種別毎の性質や利用状況、国・市町村・民
間との役割分担なども踏まえ、定期的な施設点
検により適切に管理する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 4．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

4-1．災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市の機関が被災した場合であっても、発災
時に優先して取り組む業務を事前に決めて
おき、限られた資源を効率的に投入し、業務
の継続と早期復旧を図る必要がある。 

 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の
高い通常業務の継続のための準備体制を定め
た業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じて見直
す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害等の非常時に迅速かつ的確に対応で
きるよう、常設の災害対策本部室や防災関係
機関等が活動する受援のためのスペースを
整備する必要がある。 

 市各部、国、県等と密接に連携するためのス
ペース、自衛隊、警察、消防及び関係機関等が
活動する受援スペースを確保する。 
 また、自助や共助につながる地域防災力の向
上を図るため、平時には、市民の防災意識の普
及・啓発のほか、防災士をはじめとする地域の
防災リーダー等の育成・スキルアップのための
研修や交流を図る場を提供する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑺ 人材育
成分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害発生による停電時の電力供給が停止
した場合に備え、市役所庁舎、市民センター、
出先機関に非常用発電設備の整備を進める
必要がある。 

 災害発生による停電時の電力供給が停止し
た場合に備え、市役所庁舎、市民センター、出
先機関に非常用発電設備の整備を進める。現に
整備済の場合は、非常用電源の供給箇所を把握
し、必要箇所への供給を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害発生時に、ライフラインの確保等の応
急対応を迅速かつ円滑に行うことができる
体制の整備が重要である。 

 災害時における優先供給施設等への電力、燃
料等の供給を確保するため、災害時受援計画を
策定し、ライフライン事業者等との連携を密に
するなど体制を整備する。 

⑷ 産業分
野 

 中山間地における携帯電話の不感エリア
を解消する必要がある。 

 中山間地域における不感エリアの解消に向
け、携帯電話等の基地局施設（鉄塔、伝送路等）
の整備を促進する。 

⑷ 産業分
野 

 災害時における通信手段の確保が必要で
ある。 

 災害時に備え、避難施設等における早期通信
手段確保のための特設公衆電話の設置や携帯
電話充電器の整備等を促進する。 

⑷ 産業分
野 

 通信事業者や電力事業者の参加のもと、富山
県と連携して迅速な復旧活動や有効な代替手
段を確保するための実践的な訓練を実施する。
（年 1 回広域市町村エリアで実施） 

⑷ 産業分
野 

 電気・ガス等の制御システム保護のため土
砂災害対策等のハード対策を推進し、地震等
による土砂災害の発生、被害を最小限に押さ
える必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 電柱の倒壊による交通経路の遮断を回避
するため、緊急輸送道路等の無電柱化を推進
する必要がある。 

 電柱の倒壊による緊急輸送道路等の交通経
路の遮断や市街地、観光地等の景観への配慮な
ど、必要性及び整備効果が高い箇所について無
電柱化を検討する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模災害発生時においてもシステムが
正常に機能するよう保守や機器更新を計画
的に進め、市民に提供する情報の信頼性を確
保・維持する必要がある。 

 ホームページや防災アプリなどについて、市
民に提供する情報の信頼性を確保・維持するた
め、システムが正常に機能するよう保守や機器
更新を計画的に進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 4．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

4-2．災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・

伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市の機関が被災した場合であっても、発災
時に優先して取り組む業務を事前に決めて
おき、限られた資源を効率的に投入し、業務
の継続と早期復旧を図る必要がある。 

 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の
高い通常業務の継続のための準備体制を定め
た業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じて見直
す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害等の非常時に迅速かつ的確に対応で
きるよう、常設の災害対策本部室や防災関係
機関等が活動する受援のためのスペースを
整備する必要がある。 

 市各部、国、県等と密接に連携するためのス
ペース、自衛隊、警察、消防及び関係機関等が
活動する受援スペースを確保する。 
 また、自助や共助につながる地域防災力の向
上を図るため、平時には、市民の防災意識の普
及・啓発のほか、防災士をはじめとする地域の
防災リーダー等の育成・スキルアップのための
研修や交流を図る場を提供する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑺ 人材育
成分野 

 学校に義務付けられている危機管理マニ
ュアルや避難訓練を実践的なものにする必
要がある。 

 モデル校に学校安全アドバイザー（防災士
等）を派遣し、危機管理マニュアルや避難訓練
が実践的になるよう見直し、モデル地域に普及
啓発することで、地域の学校の防災機能を強化
する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地域や
学校、南砺市防災センター等において、市政
出前講座などによる防災教育の実施が必要
である。 

 南砺市防災センター等において、高齢者・女
性・子どもなどを対象とした各種防災講座の実
施などにより、防災教育を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市政出前講座を活用した啓発活動や地域の
自主防災活動を支援する南砺市防災こころえ
隊の活動を通して、「自らの身の安全は自ら守
る」防災教育を推進する。 
 また、子どもたちの災害対応能力を育成する
ため、小中学校における防災教育を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を
行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る
必要がある。 

 水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行
うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 異常気象等により災害が発生し得るまた
は発生した際に、住民が適切な避難を行うこ
とができるよう、関係機関が提供する防災情
報について日頃より住民に周知しておく必
要がある。 

 南砺市のハザードマップ（洪水、土砂災害
等）、県内の雨量・水位や土砂災害警戒情報等
の情報を提供する富山防災 WEB や南砺市防災
アプリの周知を図るなど、より多くの方の適切
な避難行動につながる取組みを進める。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時に役立つ防災情報を多言語で提供
し、外国人住民自身の防災意識の向上を図る
必要がある。 

 多言語化した富山防災 WEB の周知や、災害時
に役立つ防災情報・南砺市防災アプリを活用
し、外国人住民等への防災情報の提供に努め
る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 災害発生による停電時の電力供給が停止
した場合に備え、市役所庁舎、市民センター、
出先機関に非常用発電設備の整備を進める
必要がある。 

 災害発生による停電時の電力供給が停止し
た場合に備え、市役所庁舎、市民センター、出
先機関に非常用発電設備の整備を進める。現に
整備済の場合は、非常用電源の供給箇所を把握
し、必要箇所への供給を図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害発生時に、ライフラインの確保等の応
急対応を迅速かつ円滑に行うことができる
体制の整備が重要である。 

 災害時における優先供給施設等への電力、燃
料等の供給を確保するため、災害時受援計画を
策定し、ライフライン事業者等との連携を密に
するなど体制を整備する。 

⑷ 産業分
野 
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事前に備えるべき目標 4．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

4-2．災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・

伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 各機関等での災害監視や住民の迅速かつ
適切な避難に役立つよう、より正確で迅速な
情報の収集と提供を可能とする、防災情報シ
ステムの整備充実を図る必要がある。 

 災害監視や市民への防災情報の提供を行う
ため、利用している富山県の河川情報システ
ム、土砂災害警戒情報支援システム、河川監視
カメラなど防災情報システムの整備充実を富
山県に働きかける。 

⑷ 産業分
野 

 災害時における通信手段の確保が必要で
ある。 

 災害時に備え、避難施設等における早期通信
手段確保のための特設公衆電話の設置や携帯
電話充電器の整備等を促進する。 

⑷ 産業分
野 

 災害時に情報収集する通信手段として、公衆
無線 LAN の整備を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 ICT 技術等を活用し、災害時に必要な防災
情報を自治体や各事業者だけではなく、広く
住民等にも収集・共有できる体制づくりが必
要である。 

 オープンデータ・ビッグデータやソーシャル
メディアの活用も含めた、総合的な防災情報の
収集と共有を図るとともに、インフラにおける
先進技術や 5G の積極的な活用などスマートイ
ンフラへの進化を図り、防災対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 市を対象とした水害、土砂災害等発生時の
情報伝達訓練を行うなど災害情報の伝達体
制の強化を図る必要がある。 

 発災時の緊急交通路の指定等に伴い、発生す
ることが想定される交通渋滞等による避難の
遅れを回避するため、交通情報板の活用や、関
係機関との連携等により、迅速かつ効果的な道
路交通情報の提供手段を確保する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模災害発生時においてもシステムが
正常に機能するよう保守や機器更新を計画
的に進め、市民に提供する情報の信頼性を確
保・維持する必要がある。 

 ホームページや防災アプリなどについて、市
民に提供する情報の信頼性を確保・維持するた
め、システムが正常に機能するよう保守や機器
更新を計画的に進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 5．経済活動を機能不全に陥らせない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

5-1．サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 「南砺市中小商工業者災害時利子補給金」
等により、被災企業の経営安定を図ることと
しているが、利用しやすい制度となるよう、
引き続き、企業者のニーズを踏まえた制度の
運用、周知を行う必要がある。 

 被害を受けた企業に対し、既往の債務につい
て、償還の猶予及び償還期間の延長の措置を講
じるとともに、事業の復旧に必要な資金の融資
や利子補給を行い、災害が経営に与える影響を
軽減し、事業の安定を図る。 

⑷ 産業分
野 

 橋梁崩落事故、基幹用排水路破損の発生防
止など、基幹的な道路施設、水利施設の安全
確保を図る必要がある。 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と
安全な通行を確保するため、計画的な農道施設
の保全対策を推進する。基幹的な農業水利施設
の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 災害発生時に、ライフラインの確保等の応
急対応を迅速かつ円滑に行うことができる
体制の整備が重要である。 

 災害時における飲料水供給を確保するため、
主要配水池への緊急遮断弁設置や耐震化事業
等を推進していく。 

⑷ 産業分
野 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実
に確保するための土砂災害対策等のハード
対策を推進し、地震等による土砂災害の発
生、被害を最小限に押さえる必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水
がたまった際に危惧される土石流等、大規模土
砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の円滑な経済活動復旧のため、代替
性が確保された道路ネットワークの強化・整
備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 緊急輸送道路を補完するため、地域森林計
画の林道の開設及び拡張に関する計画に掲
載されている林道の整備を推進する必要が
ある。 

緊急輸送道路を補完（災害時に迂回路として活
用）するため、地域森林計画の林道の開設及び
拡張に関する計画に掲載されている高成 1 号
線・ふれあいの森線などの林道の整備を推進す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 5．経済活動を機能不全に陥らせない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

5-1．サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時においても JR 城端線の必要な機能
が確保できるよう、車両の退避や車両基地等
への浸水対策などを推進する必要がある。 

 JR 城端線の運行を確保するため、浸水被害
が想定される場合の車両の退避や車両基地等
への浸水対策等の取組みの促進を国や鉄道事
業者に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 発災後、JR 城端線を早期に全面復旧させる
必要がある。 
 全面復旧までの間、代替バスの設定等代替
措置の確保などについて関係機関との連携
を強化する必要がある。 

 JR 城端線が被災した際には、代替バスの設
定など、鉄道事業者に対し当面の代替措置を要
請し、その情報発信に努めるとともに、国や鉄
道事業者に、早期の全面復旧等を要請する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 今後発生が懸念されている首都直下地震
や南海トラフ巨大地震時等に広域支援ルー
トとなる東海北陸自動車道など高規格幹線
道路等や災害時における避難、復旧支援活動
に寄与する追加 IC について整備促進、機能
強化が必要となっている。 

 東海北陸自動車道は、国が策定した「高速道
路における安全・安心基本計画」（R1.9 策定）
において、4 車線化優先整備区間に位置付けら
れており、今後発生が想定される南海トラフ巨
大地震などの大規模災害時に広域支援ルート
ともなることから、救援物資等の大量輸送への
対応・リダンダンシー機能の強化につながる早
期全線 4 車線化に向けて、国や高速道路会社等
に対し強く働きかけ、整備促進を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 
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事前に備えるべき目標 5．経済活動を機能不全に陥らせない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

5-2．交通インフラネットワークの機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等
のため、代替性が確保された道路ネットワー
クの強化・整備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 山間地等において、避難路や緊急輸送道路
を確保する必要がある。 

 道路防災総点検に基づく要対策箇所につい
て落石、落盤等の対策を引き続き進めるととも
に、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落
の発生防止のため、山間地等において、避難路
や緊急輸送道路を確保するための取組みを促
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 重要路線における車道除排雪や歩道除雪
を適切に実施する必要がある。 

 降積雪等により道路交通に支障をきたさな
いように道路の除排雪等を適切に実施するほ
か、安定的な除雪体制を維持するため、除雪オ
ペレーターや除雪機械の確保に努める。その
他、「地域ぐるみ除排雪活動」や住民等の協力
による歩道除雪など市民との協働による除雪
を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑
な道路交通を確保する必要がある。 

 安全で円滑な道路交通を確保するため、雪崩
予防柵等の整備、消雪施設の更新等を推進す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時においても JR 城端線の必要な機能
が確保できるよう、車両の退避や車両基地等
への浸水対策などを推進する必要がある。 

 JR 城端線の運行を確保するため、浸水被害
が想定される場合の車両の退避や車両基地等
への浸水対策等の取組みの促進を国や鉄道事
業者に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 発災後、JR 城端線を早期に全面復旧させる
必要がある。 
 全面復旧までの間、代替バスの設定等代替
措置の確保などについて関係機関との連携
を強化する必要がある。 

 JR 城端線が被災した際には、代替バスの設
定など、鉄道事業者に対し当面の代替措置を要
請し、その情報発信に努めるとともに、国や鉄
道事業者に、早期の全面復旧等を要請する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役
割を担うため、関係機関と協議し、迅速に陸
上・航空輸送路を確保するとともに、人員及
び物資の輸送に必要な車両、ヘリコプター等
を調達するなど、輸送力に万全を期する必要
がある。 

 災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役割
を担うため、関係機関と協議し、迅速に陸上・
航空輸送路を確保するとともに、人員及び物資
の輸送に必要な車両、ヘリコプター等を調達す
るなど、輸送力に万全を期する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 道路管理施設について、長寿命化計画に基
づき効率的な管理運用を推進する必要があ
る。 

 橋梁、トンネルなど道路施設の老朽化対策と
して、長寿命化計画や 5 年に 1 回の法定点検
に基づき、計画的に補修等を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 5．経済活動を機能不全に陥らせない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

5-2．交通インフラネットワークの機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 今後発生が懸念されている首都直下地震
や南海トラフ巨大地震時等に広域支援ルー
トとなる東海北陸自動車道など高規格幹線
道路等や災害時における避難、復旧支援活動
に寄与する追加 IC について整備促進、機能
強化が必要となっている。 

 東海北陸自動車道は、国が策定した「高速道
路における安全・安心基本計画」（R1.9 策定）
において、4 車線化優先整備区間に位置付けら
れており、今後発生が想定される南海トラフ巨
大地震などの大規模災害時に広域支援ルート
ともなることから、救援物資等の大量輸送への
対応・リダンダンシー機能の強化につながる早
期全線 4 車線化に向けて、国や高速道路会社等
に対し強く働きかけ、整備促進を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 
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事前に備えるべき目標 5．経済活動を機能不全に陥らせない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

5-3．食料等の安定供給の停滞 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 大規模災害発生後、食料の供給を確保する
ため、情報収集と連絡体制の整備が必要であ
る。 

 大規模災害発生時に、米穀、生鮮食品などの
食料の迅速な調達及び供給を確保するため、管
内 3 農協、関係業界等との情報収集と連絡体制
の整備に努める。 

⑷ 産業分
野 

 近年、農村における宅地造成等の開発行為
による雨水流出形態の変化等に伴い、広域的
に用排水路からあふれた水による被害が発
生しているほか、集中豪雨等の自然災害も激
甚化しているため、農村地域の防災力の向上
を図る必要がある。 

 ゲリラ豪雨等による農作物の被害軽減を図
るため、食料生産の基盤である農地についての
排水改良等を実施し、水害への対応力の強化を
図る。 
 また、地形的・自然的に厳しい環境にある中
山間地域の山腹水路において、土砂災害等を未
然に防止するための整備を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 農村地域における宅地化等を起因とした排
水量増大に伴い用排水路からあふれた水によ
る被害を未然に防止するため、農業用排水施設
（排水路、調整池等）を整備し、農村地域の防
災力の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 橋梁崩落事故、基幹用排水路破損の発生防
止など、基幹的な道路施設、水利施設の安全
確保を図る必要がある。 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と
安全な通行を確保するため、計画的な農道施設
の保全対策を推進する。基幹的な農業水利施設
の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 市内の基幹的農業水利施設は、昭和 30 年
代から 40 年代にかけて整備されたものが多
く、施設の老朽化が進行していることから、
長寿命化対策等の施設整備を推進する必要
がある。 

 食料の安定供給のほか、多面的機能の維持の
ため、施設の老朽化が進行する基幹的な農業水
利施設の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 
⑼ 老朽化
対策分野 

 物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実
に確保するための土砂災害対策等のハード
対策を推進し、地震等による土砂災害の発
生、被害を最小限に押さえる必要がある。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被
害を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり
対策事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備
を推進し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮
者利用施設、避難路・避難施設、重要な交通網
及び災害時の拠点施設等に対する安全の確保
を図る。 
 また、河道閉塞による土砂が河道を閉塞した
ことによって水がたまった際の土砂の除去等、
大規模土砂災害の発生に備えた防災対策を国・
県と連携して推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の食料等の安定供給のため、代替性
が確保された道路ネットワークの強化・整備
を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

  



別紙-38 

 

事前に備えるべき目標 6．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

6-1．電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）、石油・LP 

ガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 東日本大震災において、電力・都市ガスな
どのライフラインが途絶する中、迅速に復旧
し、避難生活を支えた LP ガスについては、
避難所等となる公共及び民間の施設におい
て、平時から利用しながら、災害等に備えて
備蓄する必要がある。また、災害時に地域の
エネルギー拠点となる LP ガス中核充填所の
災害対応力の強化が必要である。 

 高圧ガス事業所に対し、大規模地震等への防
災・減災対策に関する危害予防規程の整備や災
害訓練の実施を促進する。また、住宅等に設置
されている LP ガス設備についても、地震・風
水害時の容器の転倒流出防止対策や安全機器
の設置などの対策をとるよう LP ガス販売事業
者に働きかける。 

⑷ 産業分
野 

 万が一災害が発生した際には、ライフライ
ンの確保等の応急対応を迅速かつ円滑に行
うことができる計画の策定と体制の整備が
重要である。 

 災害時における優先供給施設等への電力、燃
料等の供給を確保するため、災害時受援計画を
策定し、ライフライン事業者等との連携を密に
するなど体制を整備する。 

⑷ 産業分
野 

 再生可能エネルギーの導入促進など、災害
リスクを回避・緩和するためのエネルギー供
給源の多様化・分散化を推進する必要があ
る。 

 南砺市再生可能エネルギー促進事業に基づ
き、重点プロジェクト等を着実に推進する。 

⑷ 産業分
野 

 電柱の倒壊による交通経路の遮断を回避
するため、緊急輸送道路等の無電柱化を推進
する必要がある。 

 電柱の倒壊による緊急輸送道路等の交通経
路の遮断や市街地、観光地等の景観への配慮な
ど、必要性及び整備効果が高い箇所について無
電柱化を検討する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 6．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

6-2．上水道、農業・工業用水等の長期間にわたる供給停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市内の水道普及率は高いものの水道施設
の耐震化率は低い状況にあり、今後も整備を
進める必要がある。 

 水道施設の耐震化や老朽化対策、水道未普及
地域の解消について配水池の耐震補強や老朽
水道管路の更新（耐震化）等、国の補助制度等
を活用しながら計画的に実施する。 

⑵ 住環境
分野 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時における飲料水供給を確保するため、
主要配水池への緊急遮断弁設置や耐震化事業
等を推進していく。 

⑵ 住環境
分野 

 多くの施設を保有しているが、高度成長期
に一斉に建設した施設の老朽化が迫ってい
る。限られた予算で計画的な更新事業を行っ
ていく上で、既存施設の健全性を把握する必
要がある。 

 アセットマネジメント調査（H30.3 策定）に
基づき、管路、配水池及び機械機器等の水道施
設の老朽化対策を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 ＢＣＰに基づき、災害発災時に優先して取
り組む業務を事前に決めておき、業務の継続
と施設の早期復旧を図る必要がある。 

 上水道について、策定している業務継続計画
や管路事故マニュアルに対応する訓練や定期
的な点検等を行うとともに、継続的な計画の見
直しを実施する。 

⑵ 住環境
分野 

 市内の基幹的農業水利施設は、昭和 30 年
代から 40 年代にかけて整備されたものが多
く、施設の老朽化が進行していることから、
長寿命化対策等の施設整備を推進する必要
がある。 

 食料の安定供給のほか、多面的機能の維持の
ため、施設の老朽化が進行する基幹的な農業水
利施設の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 
⑼ 老朽化
対策分野 

 災害時や異常渇水時において必要な農業
用水を確保するために、雨水・地下水等の有
効利用を図る必要がある。 
 渇水等により水利使用が困難となる場合、
必要な農業用水を確保するため、他の水利使
用者と協議、調整を行う必要がある。 

 災害時のほか異常渇水時において、他の水利
使用者と相互に協議、調整を行い、必要な農業
用水を確保するため、必要に応じ渇水情報連絡
会議等を開催する。 

⑷ 産業分
野 
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事前に備えるべき目標 6．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

6-3．下水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地震時における下水道機能の確保のため、
耐震診断の実施や下水道施設の耐震化を計
画的に進める必要がある。 

 地震時における下水道機能の確保のため、終
末処理場や下水道管等の下水道施設の耐震化
を計画的に進める。 

⑵ 住環境
分野 

 南砺市下水道事業業務継続計画（下水道Ｂ
ＣＰ）に基づき、訓練や定期的な点検等によ
る継続的な計画の見直しを行う必要がある。 

 南砺市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣ
Ｐ）に基づき、訓練や定期的な点検等を行うと
ともに、継続的な計画の見直しを実施する。 

⑵ 住環境
分野 

 下水道施設の老朽化対策に併せ、下水処理
方法の転換等、管理の効率化を図る必要があ
る。 

 集落排水施設を公共下水道に接続し下水処
理の広域化を推進するとともに、効率的な事業
運営を図る。 

⑵ 住環境
分野 

 限られた予算で確実な下水処理を実施す
るため、下水道ストックマネジメント計画
(R1)に基づき、終末処理場、下水道管等の下
水道施設の老朽化対策を含む適正管理を推
進する必要がある。 

 限られた予算で確実な下水処理を実施する
ため、下水道ストックマネジメント計画(R1)に
基づき、終末処理場、下水道管等の下水道施設
の老朽化対策を含む適正管理を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 下水道ストックマネジメント計画に基づ
く維持管理（点検含む）・更新を実施するた
めには国・県の財政支援の強化が必要であ
る。 

 下水道ストックマネジメント計画を策定
(R1)しており、計画に基づき維持管理（点検含
む）・更新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 6．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

6-4．JR 等基幹的交通から地域交通網まで、陸上の交通インフラ

の長期間にわたる機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通
情報を収集して緊急交通路等の指定及び
確保を図るとともに、災害応急対策を実施
する公的機関に対して緊急通行車両事前
届出制度等の的確な運用を行えるように
する必要がある。 

 発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情報を
収集して緊急交通路等の指定及び確保を図ると
ともに、災害応急対策を実施する公的機関に対し
て緊急通行車両事前届出制度等の的確な運用を
行う。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 橋梁崩落事故、基幹用排水路破損の発生
防止など、基幹的な道路施設、水利施設の
安全確保を図る必要がある。 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と安
全な通行を確保するため、計画的な農道施設の保
全対策を推進する。基幹的な農業水利施設の長寿
命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 緊急輸送道路が確実に確保されるよう、
堤防や護岸、ダムの整備などの治水対策を
計画的に推進し、記録的な豪雨等による河
川の氾濫、浸水被害等を最小限に抑える必
要がある。 

 庄川・小矢部川など世界でも有数の急流河川が
あり、これまで幾度となく集中豪雨等により河川
の氾濫等の大きな被害を受けてきたことから、河
川改修等の治水対策を進めてきたが、整備が必要
な区間がまだ多く残っているため、引き続き、計
画的かつ重点的に河川やダムの整備事業等のハ
ード対策を推進するとともに、住民が避難する際
に必要な情報となる洪水ハザードマップの作成・
更新や周知等のソフト対策もあわせて進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 緊急輸送道路が確実に確保されるよう、
河川区域内の樹木の伐採や川底の土砂を
取り除くことなどにより最大限の流下断
面を確保し、記録的な豪雨等による河川の
氾濫、浸水被害等を最小限に抑える必要が
ある。 

 堤防、護岸などの河川管理施設は、空積構造の
護岸や洗堀・浸食により脆弱な箇所が多く存在す
ることから、護岸の整備など既存施設の機能強化
を進めるほか、河川区域内の樹木の伐採や川底の
土砂を取り除くなどの災害の未然防止対策の推
進や、水防資材の確保、河川巡視の強化に努め、
浸水被害の軽減を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模地震等においても、治水上必要な
ダム機能が保持されるよう、ダム管理施設
（設備等）の計画的な更新、改良を進める
必要がある。 

 ダムの安全性及び機能の長期的な保持のため、
計画的に更新、改良を進めるよう、国や県に働き
かける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能
が損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う
集中豪雨により山地災害のリスクの高ま
りが懸念されるため、治山事業を計画的か
つ着実に進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機能
の高度発揮を促すため、整備が必要な森林につい
て間伐等の森林整備や治山・地すべり防止事業を
推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地籍調査の進捗率(26%：R元年度)が全国
平均（52%）を下回っており、調査の促進を
図る必要がある。 

 地籍調査の進捗率が 26%（R 元年度）と全国平
均の 52%を下回っており、被災後の迅速な復旧・
復興が可能となるよう、地籍調査の促進を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 物資輸送ルートや燃料供給ルートを確
実に確保するための土砂災害対策等のハ
ード対策を推進し、地震等による土砂災害
の発生、被害を最小限に押さえる必要があ
る。 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被害
を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり対策
事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備を推進
し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮者利用施
設、避難路・避難施設、重要な交通網及び災害時
の拠点施設等に対する安全の確保を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水が
たまった際に危惧される土石流等、大規模土砂災
害の発生に備えた防災対策を国・県と連携して推
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩防止柵等の整備により、集落の安全
確保や道路の安全な通行確保を図る必要
がある。 

 雪崩から集落の安全や道路の通行を確保する
ため、雪崩防護柵等の整備を進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 



別紙-42 

 

事前に備えるべき目標 6．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

6-4．JR 等基幹的交通から地域交通網まで、陸上の交通インフラ

の長期間にわたる機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等
のため、代替性が確保された道路ネットワー
クの強化・整備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁
の耐震対策を推進する必要がある。 

 市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以
上）について、落橋・倒壊を防止するレベルで
の対策を完了し、第 1 次緊急通行確保路線上の
重要橋梁について、地震による損傷が限定的に
留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 山間地等において、避難路や緊急輸送道路
を確保する必要がある。 

 道路防災総点検に基づく要対策箇所につい
て落石、落盤等の対策を引き続き進めるととも
に、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落
の発生防止のため、山間地等において、避難路
や緊急輸送道路を確保するための取組みを促
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 重要路線における車道除排雪や歩道除雪
を適切に実施する必要がある。 

 降積雪等により道路交通に支障をきたさな
いように道路の除排雪等を適切に実施するほ
か、安定的な除雪体制を維持するため、除雪オ
ペレーターや除雪機械の確保に努める。その
他、「地域ぐるみ除排雪活動」や住民等の協力
による歩道除雪など市民との協働による除雪
を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑
な道路交通を確保する必要がある。 

 安全で円滑な道路交通を確保するため、雪崩
予防柵等の整備、消雪施設の更新等を推進す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 緊急輸送道路を補完するため、地域森林計
画の林道の開設及び拡張に関する計画に掲
載されている林道の整備を推進する必要が
ある。 

 緊急輸送道路を補完（災害時に迂回路として
活用）するため、地域森林計画の林道の開設及
び拡張に関する計画に掲載されている高成 1
号線・ふれあいの森線などの林道の整備を推進
する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時においても JR 城端線の必要な機能
が確保できるよう、車両の退避や車両基地等
への浸水対策などを推進する必要がある。 

 JR 城端線の運行を確保するため、浸水被害
が想定される場合の車両の退避や車両基地等
への浸水対策等の取組みの促進を国や鉄道事
業者に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 発災後、JR 城端線を早期に全面復旧させる
必要がある。 
 全面復旧までの間、代替バスの設定等代替
措置の確保などについて関係機関との連携
を強化する必要がある。 

 JR 城端線が被災した際には、代替バスの設
定など、鉄道事業者に対し当面の代替措置を要
請し、その情報発信に努めるとともに、国や鉄
道事業者に、早期の全面復旧等を要請する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 北陸新幹線開業などの環境変化を踏まえ
た南砺市地域公共交通網形成計画(H31.3 策
定)に基づき、持続可能で多様な地域交通サ
ービスの実現を図る必要がある。 

 北陸新幹線開業などの環境変化を踏まえた
南砺市地域公共交通網形成計画(H31.3 策定)
に基づき、持続可能で多様な地域交通サービス
の実現を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 道路管理施設について、長寿命化計画に基
づき効率的な管理運用を推進する必要があ
る。 

 橋梁、トンネルなど道路施設の老朽化対策と
して、長寿命化計画や 5 年に 1 回の法定点検
に基づき、計画的に補修等を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 6．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

6-4．JR 等基幹的交通から地域交通網まで、陸上の交通インフラ

の長期間にわたる機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設インフラ施設等につい
て長寿命化計画等を策定しており、計画に基づ
き維持管理（点検含む）・更新を計画的に推進
する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 今後発生が懸念されている首都直下地震
や南海トラフ巨大地震時等に広域支援ルー
トとなる東海北陸自動車道など高規格幹線
道路等や災害時における避難、復旧支援活動
に寄与する追加 IC について整備促進、機能
強化が必要となっている。 

 東海北陸自動車道は、国が策定した「高速道
路における安全・安心基本計画」（R1.9 策定）
において、4 車線化優先整備区間に位置付けら
れており、今後発生が想定される南海トラフ巨
大地震などの大規模災害時に広域支援ルート
ともなることから、救援物資等の大量輸送への
対応・リダンダンシー機能の強化につながる早
期全線 4 車線化に向けて、国や高速道路会社等
に対し強く働きかけ、整備促進を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 
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事前に備えるべき目標 6．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

6-5．防災インフラの長期間にわたる機能不全 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 公共事業の減少や競争の激化による経営
環境の悪化から、建設業従事者の減少とと
もに他産業を上回る高齢化と若年入職者の
減少が進んでいることに伴い、今後急速に
老朽化することが懸念されている社会資本
の維持管理を担う技術者の確保や、将来の
建設業を担う優秀な若手技術者の確保、更
に女性が活躍できる環境の整備、除雪体制
の維持、各種 PR によるイメージアップ等が
新たな課題となっている。 

 地域の復旧・復興の中心となる建設業を担う
人材の確保・育成を図るため、建設業界団体と
連携して、建設業の魅力を発信するとともに技
術者の育成を支援する。併せて、労働環境の整
備や、工事施工時期の平準化などを通じて企業
の収益性を上げるなど、将来に渡って希望と誇
りの持てる建設業の確立を支援する。 

⑷ 産業分
野 

 地震の揺れに伴う、河川堤防や護岸等の
沈下・損傷による洪水被害を軽減するため、
堤防や護岸等の河川改修のほか、利賀ダム
の整備促進や既存ダムの未利用貯水容量の
有効活用によるダム機能の向上を図る必要
がある。 

 庄川・小矢部川など世界でも有数の急流河川
があり、これまで幾度となく集中豪雨等により
河川の氾濫等の大きな被害を受けてきたこと
から、河川改修等の治水対策を進めてきたが、
整備が必要な区間がまだ多く残っているため、
引き続き、計画的かつ重点的に河川やダムの整
備事業等のハード対策を推進するとともに、住
民が避難する際に必要な情報となる洪水ハザ
ードマップの作成・更新や周知等のソフト対策
もあわせて進める。 

⑸ 国土保
全・交通
物流分野 

 記録的な豪雨等による河川の氾濫、浸水
被害等を最小限に抑えるため、河川区域内
の樹木の伐採や川底の土砂を取り除くこと
などにより最大限の流下断面を確保する必
要がある。 

 堤防、護岸などの河川管理施設は、空積構造
の護岸や洗堀・浸食により脆弱な箇所が多く存
在することから、護岸の整備など既存施設の機
能強化を進めるほか、河川区域内の樹木の伐採
や川底の土砂を取り除くなどの災害の未然防
止対策の推進や、水防資材の確保、河川巡視の
強化に努め、浸水被害の軽減を図る。 

⑸ 国土保
全・交通
物流分野 

 大規模地震等においても、治水上必要な
ダム機能が保持されるよう、ダム管理施設
（設備等）の計画的な更新、改良を進める必
要がある。 

 ダムの安全性及び機能の長期的な保持のた
め、計画的に更新、改良を進めるよう、国や県
に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通
物流分野 

 地震の揺れに伴う河川堤防や護岸等の沈
下・損傷により、洪水等の浸水被害の発生、
さらには満潮時や異常潮位発生時の浸水域
の拡大・深刻化が想定されることから、河川
管理施設や河川堤防の耐震化を進める必要
がある。 

 これまで、水門等河川管理施設や河川堤防の
耐震点検調査を実施したところであり、計画的
に堤防や水門等の河川管理施設の耐震化等を
進めるよう国や県に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通
物流分野 

 治山堰堤や山腹工などの治山関係施設の
長寿命化計画を策定し、機能及び性能を維
持・確保する必要がある。 

 治山堰堤や山腹工などの治山関係施設の機
能及び性能の維持・確保を国や県に働きかけ
る。 

⑸ 国土保
全・交通
物流分野
⑼ 老朽化
対策分野 

 大規模災害発生時においてもシステムが
正常に機能するよう保守や機器更新を計画
的に進め、市民に提供する情報の信頼性を
確保・維持する必要がある。 

 ホームページや防災アプリなどについて、市
民に提供する情報の信頼性を確保・維持するた
め、システムが正常に機能するよう保守や機器
更新を計画的に進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検
含む）・更新を実施するためには国・県の財
政支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-1．地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の

発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風
雪などの災害発生時における応急活動、避難
活動、被害拡大防止等の対応策について、調
査・研究し、防災活動への活用を推進する必
要がある。 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪
などの災害発生時における応急活動、避難活
動、被害拡大防止等の対応策について、調査・
研究し、防災活動への活用を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 地震などの災害時の応急活動の支援拠点
や避難施設等となる本庁舎、各総合庁舎、出
先機関庁舎について、その機能を維持するた
め、必要な建物修繕等を適切に行う必要があ
る。 
 南砺市耐震改修促進計画(H21 策定・H30 改
定)では、今後、東日本大震災規模の大地震の
発生が予測される中、市有施設の耐震化率ほ
ぼ 100%を目指し、早急に進める必要がある。 

 現在、市有施設全体の耐震化対象施設の耐震
化率は 98％(対象施設 134 棟のうち、H30 年度
末までに 131 棟が耐震完了)となっているが、
耐震力が不足している市有施設について、来所
者、職員等の安全確保や、施設の機能保持を図
り、災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・
建築物安全ストック形成事業などにより、引き
続き、耐震補強工事及び防災対策改修（更新を
含む。）等を計画的に推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模な災害時における迅速かつ的確な
防災活動の確認、原子力災害時の避難対応、
市民への防災思想の普及啓発を図るため、
県、自衛隊、警察、消防等の関係機関、地域
自主防災組織及び地元住民の参加のもと、実
践的な訓練等を実施する必要がある。 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 警察や消防等の訓練環境の整備が必要で
ある。 

 大規模な風水害や火災などの災害現場での
救出救助活動能力を高めるため、装備資機材や
訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとと
もに、関係機関等との連携を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 市民の防災意識の向上を図るため、地震発
生時の落下物等から身を守る訓練を実施す
る必要がある。 

 市民の防災意識の向上を図るため、地震発生
時の落下物等から身を守る訓練等を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 住宅等の耐震化は緊急の課題となってお
り、耐震診断・改修支援戸数等については、
目標達成に向けてそのペースをさらに促進
する必要がある。 

 住宅の耐震化率は約 60%(H25)であり、約
6,500 戸の住宅の耐震性が不足している。これ
らの耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診
断・改修工事費への支援を、市と県が連携して
行っているところであり、より一層の普及啓
発・支援制度の利用促進に努め、耐震化率の向
上を図る。 

⑵ 住環境
分野 

 多数の者が利用する大規模な建築物は、地
震等により倒壊した場合には、多くの被災者
や被害が発生するため、耐震化を促進する必
要がある。 

 耐震診断が義務付けられた大規模な建築物
の耐震化を促進する。 

⑵ 住環境
分野 

 南砺市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）に
基づく訓練や、継続的な見直しを行う必要が
ある。 

 南砺市新水道ビジョンに基づき、様々な災害
に対応するマニュアルの整備・見直し及び訓練
を継続していく。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に発生する大規模火災に必要とな
る消火栓確保のため、上水道施設の老朽化対
策が必要である。 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑵ 住環境
分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-1．地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の

発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市内の水道普及率は高いものの水道施設
の耐震化率は低い状況にあり、今後も整備を
進める必要がある。 

 水道施設の耐震化や老朽化対策、水道未普及
地域の解消について配水池の耐震補強や老朽
水道管路の更新（耐震化）等、国の補助制度等
を活用しながら計画的に実施する。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時における飲料水供給を確保するため、
主要配水池への緊急遮断弁設置や耐震化事業
等を推進していく。 

⑵ 住環境
分野 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 市街地再開発事業の実施にあたっては、地
元地権者の協力が不可欠であり、丁寧に事業
を進めていく必要がある。 
 空き家は私有財産であることから、空き家
対策推進事業の実施には、空き家の所有者等
の理解と協力、地域住民に最も身近な行政主
体である市の取組が不可欠であり、県や市、
地元関係者が連携協力して事業を進めてい
く必要がある。 

 市街地における防災性の向上を図るため、市
民と連携・協力（小規模多機能自治）し、空き
家再生等推進事業などにより、老朽化した建築
物の除却を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 安全で円滑な交通確保を図るとともに、災
害時には避難場所や災害拠点ともなる公園、
緑地等の整備や長寿命化に取り組むなど、防
災性に優れた市街地の形成を推進する必要
がある。 

 安全で円滑な交通確保を図るとともに、災害
時には避難場所や災害拠点ともなる公園、緑地
等の整備や長寿命化に取り組むなど、防災性に
優れた市街地の形成を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地域の防災力の強化に向け、自主防災組織
のさらなる組織化及び組織の活性化を図る
必要がある。 

 地域防災の要となる自主防災組織の組織化
及び活性化を促進するため、自主防災組織の活
動事例に関する研修や防災情報の共有を図る
ための地域づくり協議会との円卓会議等を実
施する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域における防災力の向上を図るため、自
主防災組織が実施する、住民が主体となった
実践的で地域の特性に応じた初期消火、応急
救護、避難訓練の実施や災害時に効果的な活
動をするための資機材の整備を支援する必
要がある。 

 地域における防災力の向上を図るため、自主
防災組織が実施する、住民が主体となった実践
的で地域の特性に応じた初期消火、応急救護、
避難訓練の実施や災害時に効果的な活動を支
援する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 避難場所等となる公園、緑地等において
は、飲料水応急給水所となることが想定され
ることから、老朽化対策が必要である。 

 避難場所等となる公園、緑地までの管路にお
ける老朽化対策を推進する。併せて緊急用飲料
水貯水槽の設置を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 法定耐用年数(40 年)を超えた送・配水管路
が存在し、管路の老朽化が進み、漏水事故等
が発生しているほか、送水管路の一部に耐震
適合性のないものが存在するため、管路の更
新工事が必要である。 

 上水道の送・配水管路は、今後耐用年数を超
過するものが多く、安定供給を図る観点から、
計画的かつ着実に耐震化更新を進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市の直営する施設は短期譲渡のため、大規
模改修の対象外である。社会福祉法人が建設
運営する障がい者福祉施設の長寿命化計画
等に基づく維持管理（点検含む）・更新を実
施するためには国・県の財政支援の強化が必
要である。 

 市の再編計画による施設の譲渡、更新等の方
針に基づき、適正な維持管理に努める。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-2．沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 住宅等の耐震化は緊急の課題となってお
り、耐震診断・改修支援戸数等については、
目標達成に向けてそのペースをさらに促進
する必要がある。 

 住宅の耐震化率は約 60%(H25)であり、約
6,500 戸の住宅の耐震性が不足している。これ
らの耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診
断・改修工事費への支援を、市と県が連携して
行っているところであり、より一層の普及啓
発・支援制度の利用促進に努め、耐震化率の向
上を図る。 

⑵ 住環境
分野 

 多数の者が利用する大規模な建築物は、地
震等により倒壊した場合には、多くの被災者
や被害が発生するため、耐震化を促進する必
要がある。 

 耐震診断が義務付けられた大規模な建築物
の耐震化を促進する。 

⑵ 住環境
分野 

 電柱の倒壊による交通経路の遮断を回避
するため、緊急輸送道路等の無電柱化を推進
する必要がある。 

 電柱の倒壊による緊急輸送道路等の交通経
路の遮断や市街地、観光地等の景観への配慮な
ど、必要性及び整備効果が高い箇所について無
電柱化を検討する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 信号機電源付加装置の老朽化が進んでい
る。 

 停電による信号機の停止が原因で発生する
交通渋滞を回避するため、停電の際、自動的に
発動発電機が作動し、信号機等に電力供給する
信号機電源付加装置等の更新及び可搬式発動
発電機接続対応信号機の普及を推進するよう
富山県警察本部に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 市の直営する施設は短期譲渡のため、大規
模改修の対象外である。社会福祉法人が建設
運営する障がい者福祉施設の長寿命化計画
等に基づく維持管理（点検含む）・更新を実
施するためには国・県の財政支援の強化が必
要である。 

 市の再編計画による施設の譲渡、更新等の方
針に基づき、適正な維持管理に努める。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-3．ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全や堆積した土砂の

流出による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 警察や消防等の訓練環境の整備が必要で
ある。 

 大規模な風水害や火災などの災害現場での
救出救助活動能力を高めるため、装備資機材や
訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとと
もに、関係機関等との連携を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 老朽化等により農業水利施設が有する防
災機能の低下が懸念される。また、全国では
地震や豪雨により農業用ため池が決壊した
ことから、ため池の耐震・豪雨対策が必要に
なっている。 

 食料の安定供給のほか、多面的機能の維持の
ため、施設の老朽化が進行する基幹的な農業水
利施設の長寿命化対策を推進する。ため池につ
いては、県が策定するため池工事特措法推進計
画に基づき、緊急度の高いものから整備を実施
する。 

⑷ 産業分
野 
⑼ 老朽化
対策分野 

 老朽化等により農業水利施設が有する防
災機能の低下が懸念される。 

 食料の安定供給のほか、多面的機能の維持の
ため、施設の老朽化が進行する基幹的な農業水
利施設の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 
⑼ 老朽化
対策分野 

 大規模地震等においても、治水上必要なダ
ム機能が保持されるよう、ダム管理施設（設
備等）の計画的な更新、改良を進める必要が
ある。 

 ダムの安全性及び機能の長期的な保持のた
め、計画的に更新、改良を進めるよう、国や県
に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 市内のため池は、古くは江戸時代や明治時
代に築造されたされたものも多く、老朽化が
進行している。また、全国では地震や豪雨に
より農業用ため池が決壊したことから、ため
池の耐震・豪雨対策が必要になっている。 

 決壊した場合に大きな被害が生じるおそれ
がある防災重点ため池について、詳細調査（耐
震・豪雨）や老朽化状況を踏まえて総合的に判
断し、緊急度の高いものから整備を実施する。
また、放置されているため池の廃止を推進し、
ため池決壊による災害リスクを除去する。 
 ソフト対策では、ため池ハザードマップを作
成し、浸水想定区域を周知するなど、緊急時の
迅速な避難行動に繋げる対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 自然環境の持つ防災・減災機能をはじめと
する多様な機能が発揮されるよう、山地災害
発生のおそれの高い箇所の把握や、保安林の
適正な配備、治山施設の整備、荒廃山地の復
旧・予防対策、流木対策等を推進する必要が
ある。 

 山地災害発生のおそれの高い箇所の把握や、
保安林の適正な配備と併せ、山地防災力強化の
ため、治山施設の整備と森林整備による荒廃山
地の復旧・予防対策や流木対策の整備等の治山
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 危険性の周知や情報提供できるよう体制
づくりを行うとともに、住民への啓発、避難
訓練等を併せたソフト対策全般を強化し、災
害対応能力の向上を図る必要がある。 

 土砂災害警戒区域等の指定や、これに先立つ
基礎調査結果の公表により、土砂災害の危険性
を周知するとともに、住民参加の防災訓練を実
施することにより、防災意識の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-3．ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全や堆積した土砂の

流出による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 危険性の周知や情報提供できるよう体制
づくりを行うとともに、住民への啓発、避難
訓練等を併せたソフト対策全般を強化し、災
害対応能力の向上を図る必要がある。 

 市における、土砂災害ハザードマップの公表
や警戒避難体制の整備を促進するとともに、市
が避難勧告等を判断するため、土砂災害警戒情
報支援システムを活用するなど、各種情報等の
適時取得・伝達を行う体制を整備、強化する。 
 要配慮者への対応も含め住民自らが地区や
個人の実情を踏まえ、ハザードマップや地区防
災計画の作成・見直しを行うことで警戒避難体
制の強化を図り、実効性のある避難を確保す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 深層崩壊や地すべりの発生に対し、情報を速
やかに入手し、住民等へ情報提供する体制づく
りを行うとともに、関係機関が連携した防災訓
練を実施するなど、住民への啓発、避難訓練等
を併せたソフト対策全般を強化し、災害対応能
力の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑻ 官民連
携分野 

 集中豪雨等により深層崩壊や地すべりが
発生し、天然ダム等が形成された場合、決壊
による二次災害の発生のおそれがあること
から、国・県等からの情報を速やかに入手し、
住民等へ情報提供できるよう体制づくりを
行うとともに関係機関が連携をした訓練を
実施し、災害対応能力の向上を図る必要があ
る。 

 土砂災害警戒区域等の指定や、これに先立つ
基礎調査結果の公表により、土砂災害の危険性
を周知するとともに、住民参加の防災訓練を実
施することにより、防災意識の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 市における、土砂災害ハザードマップの公表
や警戒避難体制の整備を促進するとともに、市
が避難勧告等を判断するため、土砂災害警戒情
報支援システムを活用するなど、各種情報等の
適時取得・伝達を行う体制を整備、強化する。 
 要配慮者への対応も含め住民自らが地区や
個人の実情を踏まえ、ハザードマップや地区防
災計画の作成・見直しを行うことで警戒避難体
制の強化を図り、実効性のある避難を確保す
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 深層崩壊や地すべりの発生に対し、情報を速
やかに入手し、住民等へ情報提供する体制づく
りを行うとともに、関係機関が連携した防災訓
練を実施するなど、住民への啓発、避難訓練等
を併せたソフト対策全般を強化し、災害対応能
力の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑻ 官民連
携分野 

 治山堰堤や山腹工などの治山関係施設の
長寿命化計画を策定し、機能及び性能を維
持・確保する必要がある。 

 治山堰堤や山腹工などの治山関係施設の機
能及び性能の維持・確保を国や県に働きかけ
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑼ 老朽化
対策分野 

 山間地等において、避難路や緊急輸送道路
を確保する必要がある。 

 道路防災総点検に基づく要対策箇所につい
て落石、落盤等の対策を引き続き進めるととも
に、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落
の発生防止のため、山間地等において、避難路
や緊急輸送道路を確保するための取組みを促
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-3．ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全や堆積した土砂の

流出による多数の死傷者の発生 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 大地震の後の二次災害を防止するため、被
災した建築物や宅地を調査し、倒壊や外壁・
窓ガラス等の落下や宅地崩壊等による危険
性を判断する被災建築物応急危険度判定士
や被災宅地危険度判定士の確保と人材育成
が必要である。 

 大地震の後の二次災害を防止するため、被災
した建築物や宅地を調査し、倒壊や外壁・窓ガ
ラス等の落下や宅地崩壊等による危険性を判
断する被災建築物応急危険度判定士、被災宅地
危険度判定士による応急危険度判定の実施体
制を整備するため、県・建築関係団体との連携
強化に努める。 

⑺ 人材育
成分野 

 大規模災害発生時においてもシステムが
正常に機能するよう保守や機器更新を計画
的に進め、市民に提供する情報の信頼性を確
保・維持する必要がある。 

 ホームページや防災アプリなどについて、市
民に提供する情報の信頼性を確保・維持するた
め、システムが正常に機能するよう保守や機器
更新を計画的に進める。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 自然環境の持つ防災・減災機能を維持する
ため、適切な施設の整備・長寿命化対策を推
進する必要がある。 

 防災・減災機能を維持するため、「農業用た
め池の管理及び保全に関する法律」により施設
管理の適正化、ハザードマップ作製による円滑
な避難を図る。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 森林の持つ水源かん養や水土保全機能の持
続的な発揮を図り、豊かな郷土を保全するた
め、治山事業に関する計画に基づき、治山事業
の整備を促進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-4．有害物質の大規模拡散・流出による自然豊かな土地の荒廃 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地震時における下水道機能の確保のため、
耐震診断の実施や、下水道施設の耐震化を計
画的に進める必要がある。 

 地震時における下水道機能の確保のため、終
末処理場や下水道管等の下水道施設の耐震化
を計画的に進める。 

⑵ 住環境
分野 

 事業者が、事故時の対応を定めた「化学物
質管理計画」を策定していない場合、有害物
質の拡散・流出への対応が遅れ、環境汚染や
健康被害が拡大する。 

 化学物質管理計画における未然防止措置や
事故時の応急措置、緊急連絡体制の構築の必要
性を周知し、策定していない事業者等に対して
は県と連携して計画策定を促す。 

⑵ 住環境
分野 
⑷ 産業分
野 

 高圧ガスの漏えいを防止するための改定
基準を踏まえた高圧ガス施設の耐震化を促
進する必要がある。 

 高圧ガス事業所に対し、大規模地震等への防
災・減災対策に関する危害予防規程の整備や災
害訓練の実施を促進する。また、住宅等に設置
されている LP ガス設備についても、地震・風
水害時の容器の転倒流出防止対策や安全機器
の設置などの対策をとるよう LP ガス販売事業
者に働きかける。 

⑷ 産業分
野 

 南砺市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）に
基づく訓練や、継続的な見直しを行う必要が
ある。 

 南砺市新水道ビジョンに基づき、様々な災害
に対応するマニュアルの整備・見直し及び訓練
を継続していく。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市域面積が広大で、散居村が広がっている
といった地域特性から管路延長が長く、管
種、敷設位置及び深さなどの正確な情報が必
要である。 

 水道管路台帳システムにより常に情報の更
新を行い、適切な管路管理をする。また、大規
模災害発生により被災した場合において、応援
自治体への正確な情報提供が行える。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市域面積が広大で、旧 8 町村が合併した地
域特性から配水池などの水道施設を多く保
有しており、また、施設台帳が整っておらず、
維持管理や更新計画を作成する際に正確な
情報が必要である。 

 水道施設・設備台帳システムの導入により正
確な施設状況がわかり、更新時期の把握ができ
るなど更新計画の作成が行える。また、大規模
災害発生により被災した場合において、応援自
治体への正確な情報提供が行える。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 限られた予算で確実な下水処理を実施す
るため、下水道ストックマネジメント計画
(R1)に基づき、終末処理場、下水道管等の下
水道施設の老朽化対策を含む適正管理を推
進する必要がある。 

 限られた予算で確実な下水処理を実施する
ため、下水道ストックマネジメント計画(R1)に
基づき、終末処理場、下水道管等の下水道施設
の老朽化対策を含む適正管理を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 7．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

7-5．農地・森林等の被害による自然豊かな土地の荒廃 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 農業・農村の多面的機能を維持・発揮する
ため、農地・農業水利施設等の地域資源の保
全活動の取組を推進する必要がある。 

 農業の有する多面的機能の発揮を促進する
ため、日本型直接支払制度（地域の共同活動、
中山間地域等における農業生産活動等の支援）
の活用により、農地・農業水利施設等の地域資
源の保全活動の取組を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 森林経営計画の策定を促進するとともに、
計画に基づく道路網整備や高性能林業機械
の活用により集約化施業を推進し、生産コス
トの低減を図る必要がある。 

 適正な林業活動により持続的に管理すべき
森林について、森林所有者などが計画的な間伐
や更新の実施などを促進する。 

⑷ 産業分
野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 自然環境の持つ防災・減災機能をはじめと
する多様な機能が発揮されるよう、山地災害
発生のおそれの高い箇所の把握や、保安林の
適正な配備、治山施設の整備、荒廃山地の復
旧・予防対策、流木対策等を推進する必要が
ある。 

 山地災害発生のおそれの高い箇所の把握や、
保安林の適正な配備と併せ、山地防災力強化の
ため、治山施設の整備と森林整備による荒廃山
地の復旧・予防対策や流木対策の整備等の治山
対策を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 自然環境の持つ防災・減災機能を維持する
ため、適切な森林の施業や作業道の整備を推
進する必要がある。 

 自然環境の持つ防災・減災機能を維持するた
め、南砺市森林整備計画（南砺市森づくりプラ
ン）に基づき、計画的に森林整備を図る。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 8．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件

を整備する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

8-1．大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に

遅れる事態 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害廃棄物処理計画の実効性を高める必
要がある。 

 南砺市災害廃棄物処理計画の実行性を高め
るため、県・近隣市町等と行う情報伝達訓練等
への参加により連携体制強化、災害対応力の向
上を図る。 

⑵ 住環境
分野 
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事前に備えるべき目標 8．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件

を整備する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

8-2．復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、

地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョ

ンの欠如等により復興できなくなる事態 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化する必要が
ある。 

 地域における防災行動力の向上を図り、防
災・減災に係る人材育成等を強化するため、防
災リーダー等（自主防災組織リーダー、防災士）
を育成・確保する。 
 また、避難所運営等において、男女別トイレ
や授乳室の設置、女性用下着等の女性による配
布など、防災対応に女性の視点を取り入れるた
め、女性防災士を育成・確保する。 

⑺ 人材育
成分野 
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事前に備えるべき目標 8．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件

を整備する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

8-3．広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れ

る事態 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地震時における下水道機能の確保のため、
耐震診断の実施や下水道施設の耐震化を計画
的に進める必要がある。 

 地震時における下水道機能の確保のため、
終末処理場や下水道管等の下水道施設の耐震
化を計画的に進める。 

⑵ 住環境
分野 

 老朽化等により農業水利施設が有する防災
機能の低下が懸念される。 

 食料の安定供給のほか、多面的機能の維持
のため、施設の老朽化が進行する基幹的な農
業水利施設の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 
⑼ 老朽化
対策分野 

 地震の揺れに伴う、河川堤防や護岸等の沈
下・損傷による洪水被害を軽減するため、堤
防や護岸等の河川改修のほか、利賀ダムの整
備促進や既存ダムの未利用貯水容量の有効活
用によるダム機能の向上を図る必要がある。 

 庄川・小矢部川など世界でも有数の急流河
川があり、これまで幾度となく集中豪雨等に
より河川の氾濫等の大きな被害を受けてきた
ことから、河川改修等の治水対策を進めてき
たが、整備が必要な区間がまだ多く残ってい
るため、引き続き、計画的かつ重点的に河川
やダムの整備事業等のハード対策を推進する
とともに、住民が避難する際に必要な情報と
なる洪水ハザードマップの作成・更新や周知
等のソフト対策もあわせて進める。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地震の揺れに伴う、河川堤防や護岸等の沈
下・損傷による洪水被害を軽減するため、河
川区域内の樹木の伐採や川底の土砂を取り除
くことなどにより最大限の流下断面を確保す
る必要がある。 
 また、万が一越水等が発生した場合でも、
浸水被害の軽減や住民の避難時間の確保のた
め、粘り強い堤防の整備を進める必要がある。 

 堤防、護岸などの河川管理施設は、空積構
造の護岸や洗堀・浸食により脆弱な箇所が多
く存在することから、護岸の整備など既存施
設の機能強化を進めるほか、河川区域内の樹
木の伐採や川底の土砂を取り除くなどの災害
の未然防止対策の推進や、水防資材の確保、
河川巡視の強化に努め、浸水被害の軽減を図
る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 大規模地震等においても、治水上必要なダ
ム機能が保持されるよう、ダム管理施設（設
備等）の計画的な更新、改良を進める必要が
ある。 

 ダムの安全性及び機能の長期的な保持のた
め、計画的に更新、改良を進めるよう、国や県
に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地震の揺れに伴う河川堤防や護岸等の沈
下・損傷により、洪水等の浸水被害の発生、
さらには満潮時や異常潮位発生時の浸水域の
拡大・深刻化が想定されることから、河川管
理施設や河川堤防の耐震化を進める必要があ
る。 

 これまで、水門等河川管理施設や河川堤防
の耐震点検調査を実施したところであり、計
画的に堤防や水門等の河川管理施設の耐震化
等を進めるよう国や県に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 近年、農村における宅地造成等の開発行為
による雨水流出形態の変化等に伴い、広域的
に用排水路からあふれた水による被害が発生
しているほか、集中豪雨等の自然災害も激甚
化しているため、農村地域の防災力の向上を
図る必要がある。 

 農村地域における宅地化等を起因とした排
水量増大に伴い用排水路からあふれた水によ
る被害を未然に防止するため、農業用排水施
設（排水路、調整池等）を整備し、農村地域の
防災力の向上を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 南砺市水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）に
基づく訓練や、継続的な見直しを行う必要が
ある。 

 南砺市新水道ビジョンに基づき、様々な災
害に対応するマニュアルの整備・見直し及び
訓練を継続していく。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 市域面積が広大で、散居村が広がっている
といった地域特性から管路延長が長く、管種、
敷設位置及び深さなどの正確な情報が必要で
ある。 

 水道管路台帳システムにより常に情報の更
新を行い、適切な管路管理をする。また、大規
模災害発生により被災した場合において、応
援自治体への正確な情報提供が行える。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 8．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件

を整備する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

8-3．広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れ

る事態 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 市域面積が広大で、旧 8 町村が合併した地
域特性から配水池などの水道施設を多く保
有しており、また、施設台帳が整っておらず、
維持管理や更新計画を作成する際に正確な
情報が必要である。 

 水道施設・設備台帳システムの導入により正
確な施設状況がわかり、更新時期の把握ができ
るなど更新計画の作成が行える。また、大規模
災害発生により被災した場合において、応援自
治体への正確な情報提供が行える。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 限られた予算で確実な下水処理を実施す
るため、下水道ストックマネジメント計画
(R1)に基づき、終末処理場、下水道管等の下
水道施設の老朽化対策を含む適正管理を推
進する必要がある。 

 限られた予算で確実な下水処理を実施する
ため、下水道ストックマネジメント計画(R1)に
基づき、終末処理場、下水道管等の下水道施設
の老朽化対策を含む適正管理を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 8．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件

を整備する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

8-4．貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊

等による有形・無形の文化の衰退・喪失 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 文化財建造物の耐震化及び有形文化財収
蔵施設の耐震化・防災設備の整備が必要であ
る。 

 国・県・市指定の文化財建造物の耐震化及び
防災設備の充実を図り、貴重な文化財の損失防
止に努める。 

⑵ 住環境
分野 

 森林経営計画の策定を促進するとともに、
計画に基づく道路網整備や高性能林業機械
の活用により集約化施業を推進し、生産コス
トの低減を図る必要がある。 

 適正な林業活動により持続的に管理すべき
森林について、森林所有者などが計画的な間伐
や更新の実施などを促進する。 

⑷ 産業分
野 

 森林の荒廃により森林の国土保全機能が
損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中
豪雨により山地災害のリスクの高まりが懸
念されるため、治山事業を計画的かつ着実に
進める必要がある。 

 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機
能の高度発揮を促すため、整備が必要な森林に
ついて間伐等の森林整備や治山・地すべり防止
事業を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 地域の防災力の強化に向け、自主防災組織
のさらなる組織化及び組織の活性化を図る
必要がある。 

 地域防災の要となる自主防災組織の組織化
及び活性化を促進するため、自主防災組織の活
動事例に関する研修や防災情報の共有を図る
ための地域づくり協議会との円卓会議等を実
施する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 自然環境の持つ防災・減災機能を維持する
ため、適切な森林の施業や林道・作業道の整
備を推進する必要がある。 

 自然環境の持つ防災・減災機能を維持するた
め、南砺市森林整備計画（南砺市森づくりプラ
ン）に基づき、計画的に森林整備や林道施設の
整備を図る。 

⑼ 老朽化
対策分野 
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事前に備えるべき目標 8．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件

を整備する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

8-5．事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進

まず、復興が大幅に遅れる事態 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 公共事業の減少や競争の激化による経営
環境の悪化から、建設業従事者の減少ととも
に他産業を上回る高齢化と若年入職者の減
少が進んでいることに伴い、今後急速に老朽
化することが懸念されている社会資本の維
持管理を担う技術者の確保や、将来の建設業
を担う優秀な若手技術者の確保、更に女性が
活躍できる環境の整備、除雪体制の維持、各
種 PR によるイメージアップ等が新たな課題
となっている。 

 地域の復旧・復興の中心となる建設業を担う
人材の確保・育成を図るため、建設業界団体と
連携して、建設業の魅力を発信するとともに技
術者の育成を支援する。併せて、労働環境の整
備や、工事施工時期の平準化などを通じて企業
の収益性を上げるなど、将来に渡って希望と誇
りの持てる建設業の確立を支援する。 

⑷ 産業分
野 

 「南砺市中小商工業者災害時利子補給金」
等により、被災企業の経営安定を図ることと
しているが、利用しやすい制度となるよう、
引き続き、企業者のニーズを踏まえた制度の
運用、周知を行う必要がある。 

 被害を受けた企業に対し、既往の債務につい
て、償還の猶予及び償還期間の延長の措置を講
じるとともに、事業の復旧に必要な資金の融資
や利子補給を行い、災害が経営に与える影響を
軽減し、事業の安定を図る。 

⑷ 産業分
野 

 地籍調査の進捗率(26%：R 元年度)が全国平
均（52%）を下回っており、調査の促進を図る
必要がある。 

 地籍調査の進捗率が 26%（R 元年度）と全国
平均の 52%を下回っており、被災後の迅速な復
旧・復興が可能となるよう、地籍調査の促進を
図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 8．地域社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件

を整備する 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

8-6．国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失

業・倒産等による市内経済等への甚大な影響 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 「南砺市中小商工業者災害時利子補給金」
等により、被災企業の経営安定を図ることと
しているが、利用しやすい制度となるよう、
引き続き、企業者のニーズを踏まえた制度の
運用、周知を行う必要がある。 

 被害を受けた企業に対し、既往の債務につい
て、償還の猶予及び償還期間の延長の措置を講
じるとともに、事業の復旧に必要な資金の融資
や利子補給を行い、災害が経営に与える影響を
軽減し、事業の安定を図る。 

⑷ 産業分
野 

 橋梁崩落事故、基幹用排水路破損の発生防
止など、基幹的な道路施設、水利施設の安全
確保を図る必要がある。 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と
安全な通行を確保するため、計画的な農道施設
の保全対策を推進する。基幹的な農業水利施設
の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 
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事前に備えるべき目標 9．太平洋側の代替性確保に必要不可欠な機能が維持・確保される 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

9-1．太平洋側の基幹的な交通ネットワークの機能停止 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等
のため、代替性が確保された道路ネットワー
クの強化・整備を推進する必要がある。 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時においても JR 城端線の必要な機能
が確保できるよう、車両の退避や車両基地等
への浸水対策などを推進する必要がある。 

 JR 城端線の運行を確保するため、浸水被害
が想定される場合の車両の退避や車両基地等
への浸水対策等の取組みの促進を国や鉄道事
業者に働きかける。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 発災後、JR 城端線を早期に全面復旧させる
必要がある。 
 全面復旧までの間、代替バスの設定等代替
措置の確保などについて関係機関との連携
を強化する必要がある。 

 JR 城端線が被災した際には、代替バスの設
定など、鉄道事業者に対し当面の代替措置を要
請し、その情報発信に努めるとともに、国や鉄
道事業者に、早期の全面復旧等を要請する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 JR 城端線は橋梁など重要インフラの老朽
化が進み、安全運行に支障が生じる懸念があ
ることから、特に対応が必要な事業を重点的
に支援し、鉄道施設の予防的な老朽化対策を
早急に進める。また、JR 城端線は地域を支え
る重要な交通機関であることから、沿線自治
体と連携し、存続を支援する必要がある。 

 JR 城端線においては、橋梁など重要インフ
ラの老朽化が進み、安全運行に支障が生じる懸
念があることから、特に対応が必要な事業を重
点的に支援し、鉄道施設の予防的な老朽化対策
を早急に進める。また、JR 城端線は地域を支
える重要な交通機関であることから、沿線自治
体と連携し、存続を支援する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑼ 老朽化
対策分野 

 長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含
む）・更新を実施するためには国・県の財政
支援の強化が必要である。 

 市では公共土木施設や農林水産関係インフ
ラ施設等について長寿命化計画等を策定して
おり、計画に基づき維持管理（点検含む）・更
新を計画的に推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 今後発生が懸念されている首都直下地震
や南海トラフ巨大地震時等に広域支援ルー
トとなる東海北陸自動車道など高規格幹線
道路等や災害時における避難、復旧支援活動
に寄与する追加 IC について整備促進、機能
強化が必要となっている。 

 東海北陸自動車道は、国が策定した「高速道
路における安全・安心基本計画」（R1.9 策定）
において、4 車線化優先整備区間に位置付けら
れており、今後発生が想定される南海トラフ巨
大地震などの大規模災害時に広域支援ルート
ともなることから、救援物資等の大量輸送への
対応・リダンダンシー機能の強化につながる早
期全線 4 車線化に向けて、国や高速道路会社等
に対し強く働きかけ、整備促進を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 

 首都圏等に立地する企業の本社機能等を
分散させる必要がある。 

 地方創生とともに、国全体の強靱化に資する
観点から、北陸新幹線延伸等の機会を活かし、
首都圏や関西圏、中京圏等に立地する企業の市
内への移転を促進する。 

⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 
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事前に備えるべき目標 10．災害に強く持続可能な地域形成と未来に希望がもてる魅力あ

る地域をつくる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

10-1．企業・住民の流出等による地域活力の低下 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 多数の者が利用する大規模な建築物は、地
震等により倒壊した場合には、多くの被災者
や被害が発生するため、耐震化を促進する必
要がある。 

 耐震診断が義務付けられた大規模な建築物
の耐震化を促進する。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時に避難所で不足する物資の供給に
ついて、確実な調達と円滑な輸送に努める必
要がある。 

 災害時における物資の調達と避難所までの
円滑な輸送体制を確保するため、協定している
運輸事業者等との連携を密にするなど、災害時
受援体制の実効性を高める。 

⑵ 住環境
分野 

 市内には近年増加している自然災害によ
り孤立する可能性がある地域が多数あり、非
常時の通信機器や応急対策に必要な防災資
機材の整備を支援する必要がある。 

 孤立の可能性のある地域に対し、非常時の通
信手段の確保に必要な衛星携帯電話などの通
信機器や、応急対策に必要な発電機などの防災
資機材の整備を支援する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の保健活動マニュアルに基づき、保
健師等の公衆衛生関係者による心身のケア、
インフルエンザなどの感染症、エコノミー症
候群、高齢者の心身機能の低下の予防など、
被災者の健康維持体制を整備する必要があ
る。 

 災害時の保健活動マニュアルに基づき、保健
師等の公衆衛生関係者による心身のケア、イン
フルエンザなどの感染症、エコノミー症候群、
高齢者の心身機能の低下の予防など、被災者の
健康維持体制を整備する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 震災等の大規模災害発生時における医療
救護活動に不可欠な医薬品の供給体制を確
保する必要がある。 

 市及び医療機関とともに、平時より、災害発
生直後から流通を通じて適切に供給されるよ
うになるまでに必要な医薬品等（3 日間程度）
の備蓄に努める。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 一般の避難所では生活することが困難な
高齢者や障がい者等の要配慮者が、安心して
生活ができるよう、要配慮者の状態に応じた
ケアが行われ、手すりやスロープの設置など
バリアフリー化が図られた福祉避難所の指
定の促進を図る必要がある。 

 一般の避難所では生活することが困難な高
齢者や障がい者等の要配慮者が、安心して生活
ができるよう、要配慮者の状態に応じたケアを
行う。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 
⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 市の再編計画による施設の譲渡、更新等の方
針に基づき、適正な維持管理に努める。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 
⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域コミュニティは、災害発生直後の住民
の安否確認、初期救助活動、情報の伝達等に
大きく影響することから、コミュニティの強
化が必要である。 

 地域コミュニティを活性化するためには、地
域住民自らが主体となって地域の課題を解決
していく事が必要であるため、新たな事業に取
り組む地域を支援する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 避難所施設・設備の整備や食料等の備蓄を
進める必要がある。 
 避難所や住宅における衛生管理が必要で
ある。 

 災害時において、市が管理する施設（庁舎、
市民センター、学校、保育園、体育館、交流セ
ンター、その他施設等）は、行政機能の維持や
避難所など、災害対応をするために重要な施設
であるため、施設の維持管理に努めるととも
に、補修・改修・建替え等による環境整備を検
討する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 保育園の危機管理マニュアルや避難訓練
を実践的なものにする必要がある。 

 保育園の危機管理マニュアルや避難訓練を
実践的なものにするため、必要に応じて適宜見
直しを行う。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 
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事前に備えるべき目標 10．災害に強く持続可能な地域形成と未来に希望がもてる魅力あ

る地域をつくる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

10-1．企業・住民の流出等による地域活力の低下 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 地域コミュニティは、災害発生直後の住民
の安否確認、初期救助活動、情報の伝達等に
大きく影響することから、地域の行事等を通
じてコミュニティの強化が必要である。 

 地域づくり協議会や自主防災組織連絡協議
会との防災に関する連絡体制を密にし、住民参
加の訓練などを通じて、災害時における地域コ
ミュニティの強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 人口・定住施策や小規模多機能自治等の推
進により、地域を愛し住み続ける住民による
地域活力を維持する必要がある。 

 市街地における防災性の向上を図るため、市
民と連携・協力（小規模多機能自治）し、空き
家再生等推進事業などにより、老朽化した建築
物の除却を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 地域づくり協議会を中心とした自主防災
組織と消防団、市や防災関係機関の連携を高
め、災害時の応急対応力を高める必要があ
る。 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 地域防災の要となる自主防災組織の組織化
及び活性化を促進するため、自主防災組織の活
動事例に関する研修や防災情報の共有を図る
ための地域づくり協議会との円卓会議等を実
施する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 地域づくり協議会や自主防災組織連絡協議
会との防災に関する連絡体制を密にし、住民参
加の訓練などを通じて、災害時における地域コ
ミュニティの強化を図る。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 企業誘致や市内企業の事業拡大への支援
による雇用の拡大を図り、人口減少を抑制す
る必要がある。 

 地方創生とともに、国全体の強靱化に資する
観点から、北陸新幹線延伸等の機会を活かし、
首都圏や関西圏、中京圏等に立地する企業の市
内への移転を促進する。 

⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 

 市街地をはじめとした老朽化木造空き家
の対策により、市街地の活性化や土地利用の
推進が必要である。 

 市街地における防災性の向上を図るため、市
民と連携・協力（小規模多機能自治）し、空き
家再生等推進事業などにより、老朽化した建築
物の除却を推進する。 

⑵ 住環境
分野 

 ＳＤＧｓ持続可能な開発目標を観点とし
た各種施策を進め、エネルギーの多様化や分
散化などにより、災害発生時に回復力を高め
る取り組みが必要である。 

 建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪
などの災害発生時における応急活動、避難活
動、被害拡大防止等の対応策について、調査・
研究し、防災活動への活用を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と
安全な通行を確保するため、計画的な農道施設
の保全対策を推進する。基幹的な農業水利施設
の長寿命化対策を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 災害発生時において、病院や避難所など重要
施設への給水確保が出来るよう、配水本管（基
幹管路）の耐震化を推進する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の
高い通常業務の継続のための準備体制を定め
た南砺市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣ
Ｐ）を必要に応じて見直す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
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事前に備えるべき目標 10．災害に強く持続可能な地域形成と未来に希望がもてる魅力あ

る地域をつくる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

10-1．企業・住民の流出等による地域活力の低下 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 ＳＤＧｓ持続可能な開発目標を観点とし
た各種施策を進め、エネルギーの多様化や分
散化などにより、災害発生時に回復力を高め
る取り組みが必要である。 
  

 災害発生時における初動体制の強化、本部の
指揮命令系統の統一による効果的な部隊運用、
消防車・救急車の現場到着時間の短縮、高度な
消防設備の整備による住民サービスの向上や
消防体制への基盤強化等が期待できる、広域消
防組織の砺波地域消防組合の維持・強化を推進
する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模災害時に医療施設や医療関係者が不
足する事態に備えた他の自治体との相互応援
体制をより強化するため、継続的に訓練を実施
する。 
 南砺市民病院・公立南砺中央病院等において
は、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及び被災
地支援を実施できるよう、DMAT の研修や訓練
への参加を促進するなど、更なる充実・強化を
図る。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の
高い通常業務の継続のための準備体制を定め
た業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じて見直
す。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 大規模災害発生時に、米穀、生鮮食品などの
食料の迅速な調達及び供給を確保するため、管
内 3 農協、関係業界等との情報収集と連絡体制
の整備に努める。 

⑷ 産業分
野 

 複合災害を想定した大規模な災害時におけ
る迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災害
時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を
図るため、県、自衛隊、警察、消防等の関係機
関及び建設業協会等の民間や地域自主防災組
織及び地元住民の参加のもと、実践的な訓練等
を実施する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 災害時には、防災関係機関相互の連携体制が
重要であることから、応急活動及び復旧活動に
関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業
者など各関係機関との連携を推進する。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 
⑻ 官民連
携分野 

 安全安心で利便性の高い道路ネットワーク
の整備を南砺市道路整備 5 箇年計画等に基づ
き、引き続き進めるとともに、災害時の円滑な
避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回
避等のため、緊急輸送道路や避難路となる市内
主要幹線道路における防災、震災対策や改築を
進め、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 安全で円滑な交通確保を図るとともに、災害
時には避難場所や災害拠点ともなる公園、緑地
等の整備や長寿命化に取り組むなど、防災性に
優れた市街地の形成を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
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事前に備えるべき目標 10．災害に強く持続可能な地域形成と未来に希望がもてる魅力あ

る地域をつくる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

10-1．企業・住民の流出等による地域活力の低下 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 ＳＤＧｓ持続可能な開発目標を観点と
した各種施策を進め、エネルギーの多様化
や分散化などにより、災害発生時に回復力
を高める取り組みが必要である。 

 地域における防災力の向上を図るため、自主防
災組織が実施する、住民が主体となった実践的で
地域の特性に応じた初期消火、応急救護、避難訓
練の実施や災害時に効果的な活動を支援する。 

⑹ リスク
コミュニ
ケーショ
ン分野 

 土砂災害危険箇所における土砂災害等の被害
を最小限に抑えるため、砂防事業、地すべり対策
事業、急傾斜地崩壊対策事業等による整備を推進
し、保全対象人家数が多い箇所、要配慮者利用施
設、避難路・避難施設、重要な交通網及び災害時
の拠点施設等に対する安全の確保を図る。 
 また、土砂が河道を閉塞したことによって水が
たまった際に危惧される土石流等、大規模土砂災
害の発生に備えた防災対策を国・県と連携して推
進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時における物資の調達と避難所までの円
滑な輸送体制を確保するため、協定している運輸
事業者等との連携を密にするなど、災害時受援体
制の実効性を高める。 

⑵ 住環境
分野 

 災害時における飲料水供給を確保するため、主
要配水池への緊急遮断弁設置や耐震化事業等を
推進していく。 

⑷ 産業分
野 

 災害時における緊急車両への給油や南砺市民
病院・公立南砺中央病院等への燃料供給につい
て、災害時受援計画の実効性を高めるほか、国や
県、関係団体等との情報交換、連携を密にするな
ど、発災時の燃料供給が円滑に行われるよう体制
を整備する。 

⑷ 産業分
野 

 緊急輸送道路を補完（災害時に迂回路として活
用）するため、地域森林計画の林道の開設及び拡
張に関する計画に掲載されている高成 1 号線・ふ
れあいの森線などの林道の整備を推進する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役割を
担うため、関係機関と協議し、迅速に陸上・航空
輸送路を確保するとともに、人員及び物資の輸送
に必要な車両、ヘリコプター等を調達するなど、
輸送力に万全を期する。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 

 国、地方公共団体、防災関係機関、民間との災
害時における応援協定締結（小売業、運送業、レ
ンタル業、建設業協会等との災害時における応急
対策業務などを締結）等により、災害時の物資調
達・搬送、ボランティアの円滑な受け入れなどに
係る連携体制を整備する。 

⑻ 官民連
携分野 

 大規模災害時における、医療提供体制の確保を
図るため、南砺市民病院・公立南砺中央病院等の
発電設備・資機材の充実を促進する。また、各病
院の救急室や市民病院に配備されているドクタ
ーカーの医療資機材についても拡充する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 

  



別紙-65 

 

事前に備えるべき目標 10．災害に強く持続可能な地域形成と未来に希望がもてる魅力あ

る地域をつくる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

10-1．企業・住民の流出等による地域活力の低下 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 ＳＤＧｓ持続可能な開発目標を観点とし
た各種施策を進め、エネルギーの多様化や分
散化などにより、災害発生時に回復力を高め
る取り組みが必要である。 
  
 

 災害時に、医療や介護に携わる人材の絶対的
不足による被害の拡大を生じないよう、医師
会、歯科医師会、看護協会、介護福祉士会など
の関係機関と連携し、医師確保の推進、就労環
境の改善など、医療・介護人材の計画的な確保・
育成に取り組むほか、災害に備えた訓練の実施
や広域支援体制の整備等により、医療・介護人
材の災害対応力の強化を図る。 

⑺ 人材育
成分野 

 災害時に飲用井戸により飲料水を確保して
いる施設については、水質検査等の実施により
衛生対策を強化する。 

⑵ 住環境
分野 
⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 災害時の保健活動マニュアルに基づき、保健
師等の公衆衛生関係者による心身のケア、イン
フルエンザなどの感染症、エコノミー症候群、
高齢者の心身機能の低下の予防など、被災者の
健康維持体制を整備する。 

⑶ 保健医
療・福祉分
野 

 大規模な災害時において被留置者の安全を
確保し、逃走を防止するため、洪水等により広
範囲にわたって被害が発生した場合の避難場
所、休日や夜間に被災した場合の護送体制等の
構築を富山県警察本部へ働きかける。 

⑴ 行政機
能・防災教
育分野 

 災害時における優先供給施設等への電力、燃
料等の供給を確保するため、災害時受援計画を
策定し、ライフライン事業者等との連携を密に
するなど体制を整備する。 

⑷ 産業分
野 

 災害時に備え、避難施設等における早期通信
手段確保のための特設公衆電話の設置や携帯
電話充電器の整備等を促進する。 

⑷ 産業分
野 

 災害時に情報収集する通信手段として、公衆
無線 LAN の整備を推進する。 

⑷ 産業分
野 

 東海北陸自動車道は、国が策定した「高速道
路における安全・安心基本計画」（R1.9 策定）
において、4 車線化優先整備区間に位置付けら
れており、今後発生が想定される南海トラフ巨
大地震などの大規模災害時に広域支援ルート
ともなることから、救援物資等の大量輸送への
対応・リダンダンシー機能の強化につながる早
期全線 4 車線化に向けて、国や高速道路会社等
に対し強く働きかけ、整備促進を図る。 

⑸ 国土保
全・交通物
流分野 
⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 

 災害時のほか異常渇水時において、他の水利
使用者と相互に協議、調整を行い、必要な農業
用水を確保するため、必要に応じ渇水情報連絡
会議等を開催する。 

⑷ 産業分
野 

 南砺市再生可能エネルギー促進事業に基づ
き、重点プロジェクト等を着実に推進する。 

⑷ 産業分
野 

 

 

 



別紙-66 

 

事前に備えるべき目標 10．災害に強く持続可能な地域形成と未来に希望がもてる魅力あ

る地域をつくる 

リスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態） 

10-1．企業・住民の流出等による地域活力の低下 

脆弱性評価 推進方針 
個別施策 

分野 

 大規模災害発生時にも対応力のある行財
政運営を維持するため、公共施設再編などの
行財政健全化が必要である。 

 第 2 次南砺市公共施設再編計画（H28.3）に
基づき、公共施設等の全体を把握し、被災して
も行政機能を維持できるように耐震化を図り、
施設の種別毎の性質や利用状況、国・市町村・
民間との役割分担なども踏まえ、定期的な施設
点検により適切に管理する。 

⑼ 老朽化
対策分野 

 首都圏や関西圏、中京圏等企業のリスク分
散を考慮し、本社機能の市内への移転を進め
る必要がある。 

 地方創生とともに、国全体の強靱化に資する
観点から、北陸新幹線延伸等の機会を活かし、
首都圏や関西圏、中京圏等に立地する企業の市
内への移転を促進する。 

⑽ 太平洋
側のリダ
ンダンシ
ーの確保
分野 

 


